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報告内容は 2020 年 11 月末時点の情報です。
各地の取り組みは各センターホームページや
SNS 等で報告していきます。

PDF 版 では 未掲載記事を読むことができます。

ダウンロード

無料

精神科に入院中の方のための権利擁護調査事業 2020　
・報告書全文
・インタビュー内容

購読申し込み
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報告内容は 2020 年 11 月末時点の情報です。
各地の取り組みは各センターホームページや
SNS 等で報告していきます。

第１部
各地の精神医療人権センター

による実践
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民間主導

埼玉県精神医療人権センターの松本といいます。
私は今、埼玉県精神医療人権センターで、精神科
病院に入院中の方から困り事の相談を受けるボラ
ンティアをしています。埼玉県精神医療人権セン
ターは 2017 年に大阪、東京、兵庫の人権センター
にならって立ち上げられたまだ新しい団体です。
今日はどうして私たちが埼玉県精神医療人権セン
ターで活動しなければならないのかということを、
630 調査からお話したいと思っています。私がこ
れから少し話して、その後、埼玉県精神医療人権
センターメンバーから一言を共有させていただき
ます。

まず、埼玉県の精神医療には民間主導という特
徴があると思っていますので、皆さんにぜひその
ことを知っていただきたいです。それは歴史的に
見てもわかるのですが、埼玉県に唯一ある医大は
私立ですが、その医大を作ったのが民間の精神科
病院でした。そういった歴史からも精神科病院が
県の医療全体を引っ張ってきたと言えるかもしれ

ません。また、埼玉県では県が埼玉県精神科病院
協会に精神科救急システムを委託しています。埼
玉県精神科病院協会のホームページを見てみると、

「埼玉県の特徴は、民間病院が措置入院から外来救
急までを輪番制で行なっていることだと思われま
す。」と明記されています。こういった状況で、精
神医療ユーザーの声よりも病院の経営が優先され
ることはないのかという点を心配しています。

630 調査

埼玉県の精神医療が民間主導であることを知っ
ていただいた後は、「630 調査とは何か」というこ
とについて、簡単に話します。

630 調査とは、精神科病院や、精神科診療所、
訪問看護ステーション利用者の実態を把握するた
めに、毎年 6 月 30 日付で厚生労働省、社会・援
護局障害保健福祉部精神・障害保健課が実施して
いる調査です。毎年の 6 月 30 日午前 0 時時点の
データになります。そのデータに基づいた精神保
健福祉資料には皆さんも自由にアクセスできます

630調査を手掛かりに、見えてきたこと、体験から立場を超えて考える

埼玉県精神医療人権センター　松本葉子

― 8 ― 



ので、ぜひご自身の地域の状況を確認してみてく
ださい。ただこの調査は強制的なものではないそ
うで、県によって回答率が 100％の県もあります
が、埼玉県は令和元年、6 つの病院が 630 調査に
回答していない可能性があります。ですので、完
全なデータではないことはご了承ください。

医療保護入院

また、もうひとつ、埼玉県は医療保護入院で入
院されている方の割合が高い県です。ここで、医
療保護入院という入院形態について、少しお話し
ておきたいと思っています。医療保護入院は、日
本に独特の強制入院制度といわれていて、保護の
必要があると精神保健指定医が判断すると、本人
の同意が得られなくても、精神障害者であるとい
う理由によって、家族等の同意だけで強制入院が
可能となる制度になります。精神障害者であると
いうことが、インフォームド・コンセントをしな
くていいことの根拠になってしまっているように
感じて、私はとても差別的な制度だと思います。
それに精神障害がある方は、元々家族との葛藤が
あった方もいらっしゃるかと思うのですが、そう
いった方たちの葛藤がこの制度によって深まると
いうことはないのか心配です。リカバリーという
観点から、この制度は本当に役に立つのか、私は
とても疑問に思っています。

この制度は多くの問題を抱えた制度でして、韓
国では 2016 年に、よく似た保護入院を定めた法
律が「憲法に合致しない」という憲法裁判所の判
決が出ています。([1] 脚注 ) ご興味ある方はぜひ確
認してみてください。この判決は、日本でも参考
になると思います。

また 2014 年に日本も批准した障害者権利条約
の特に第 14 条「身体の自由および安全」に、医
療保護入院制度は矛盾するんじゃないかというこ
とは、様々なところでいわれています。国連障害
者委員会が「障害者権利条約第 14 条に関するガ
イドライン」([2] 脚注 ) を作成しています。国連
のサイトに掲載されているものは日本語では読め

ないのですが、埼玉県精神医療人権センターにか
かわる深谷太一さんが日本語に訳してくれました。
それを読むと、国連の第 14 条ガイドラインでは、
医療保護入院は障害者権利条約に色々な面で明ら
かに反していると言われていることがわかります。
一部、深谷さんの訳から引用します。「第 10 項、
医療を理由とした障害者の強制的な入院・治療は、
インペアメント ([3] 脚注 ) に基づく自由の剥奪の
絶対的な禁止（第 14 条（1）（b））と当事者の医
療に関する自由意思によるインフォームド・コン
セントの原則（第 25 条）と矛盾します。～中略
～精神保健施設での強制入院・治療は、ケア、治療、
病院や施設への入院・入所について決定する本人
の法的能力の否定を伴うため、第 14 条とともに
第 12 条に違反します。」

( ガイドラインでは医療保護入院に限らず、全ての
医療を理由とする障害者の強制入院・治療を問題
にしているということは、一言付け加えておきま
す。)

埼玉県の医療保護入院について

このように人権という観点から様々な問題をか
かえた医療保護入院ですが、埼玉県の全精神科に
入院する方の中での医療保護入院の割合が令和元
年は 2/3 以上だったということが、630 調査から
わかりました。630 調査は最初にも少し話しまし
たが、厚労省による調査で 6 月 30 日時点のデー
タになります。いくら障害者権利条約に違反して
いる可能性が高くても、現実の問題として、埼玉
県では医療保護で入院されている方は令和元年 6
月 30 日時点で、7000 人以上いらっしゃいました。
これは埼玉だけの話で、日本では医療保護入院者
は令和元年 6 月 30 日には 13 万人弱ぐらいいらっ
しゃいました。その方たちは一体どうしたらいい
のだろうと思います。
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令和元年630調査から作成

令和元年 630 調査から、人権センターのある
都府県別の精神科に入院されている方の中での
医療保護入院割合は、埼玉県 67.3％、神奈川県
63.6％、東京都 43.2％、大阪府 52.1％、兵庫県
50.1％で、県によって割合が異なっていました。
どうして埼玉は医療保護入院率が高いのだろうと
思って調べてみました。埼玉県の特徴として、精
神療養病棟という病棟に入院されている方の医療
保護入院の割合が 6 割を超えていることがわかり
ました。この病棟に入院されている方は、東京や
大阪や兵庫では医療保護入院率が 30％台になって
いましたが、埼玉県は 60％を超えていました。精
神療養病棟は長期に入院されている方が多い病棟
になります。埼玉県では精神療養病棟に入院され
る方の 73％が 1 年以上、45％が 5 年以上、13％
が 20 年以上の入院となっていました。埼玉県は、
この長期入院されている方が多い病棟で 6 割以上
の方が医療保護での入院になっています。630 調
査からは、何年間継続して医療保護入院をされて
いるかまでは分かりませんので、今後調査が必要
なのではないかと考えます。
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令和元年630調査から作成

また、埼玉県は令和元年、認知症治療病床が 47
都道府県で最も多かったです。認知症治療病棟に
入院されている方は、医療保護での入院が多いの
ですが、そのことも埼玉県の医療保護入院割合を
高くしている可能性があると思います。認知症の
方の医療保護入院も県によって違いがありまして、
兵庫はそもそも認知症治療病床数自体が少ないで
す。その上で任意入院の割合が半分くらいになっ
ています。そういう県もあるのです。どうして県
によって異なっているのだろうと思うのですが、
私にはその理由はわかりません。
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終終日日閉閉鎖鎖処処遇遇者者
平平成成16年年(48.6％％)→
平平成成17年年(68.3％％)

平平成成30年年
終終日日閉閉鎖鎖82.9％％
医医療療保保護護入入院院66.3％％

また、こちらは、埼玉の精神科に入院している
方の中での医療保護入院者と終日閉鎖処遇をうけ
ている方の割合の年次推移のグラフです。平成 16
年という年は、厚生労働省が精神保健福祉医療改
革ビジョンで「入院医療中心から地域生活中心へ」
を打ち出した年ですが、そのビジョン直後の平成
16 年から平成 17 年で、終日閉鎖の処遇を受ける
方の割合が 20％増えてしまっていました。厚労省
のこのビジョンでは精神病床の機能分化を進めよ
うとしたようですが、埼玉県は認知症専門の病床
が多くて、この機能分化で終日閉鎖の専門的な認
知症の病床を増やそうとしたということがあった
かもしれないと思っています。埼玉県の精神科病
院の機能分化は、東京など大きな都市から認知症
とされた方々を受け入れるための機能分化だった
ということかもしれないと個人的には考えていま
す。ここで最も大切だったはずの「入院医療中心
から地域生活中心へ」が、埼玉県は対象外の地域
だったのかと思ってしまうほど、その後、終日閉
鎖の割合と医療保護の割合が右肩上がりになりま
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す。そして平成 30 年は終日閉鎖処遇を受ける方の
割合が 82.9％、医療保護入院の方の割合が 66.3％
ということになっています。
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630調査から作成

4

増えたのは割合だけではなくて、数も増えてい
ます。これは埼玉の終日閉鎖の病床の数を棒線、
終日閉鎖の処遇を受けている方の人数と医療保護
入院者の人数を折れ線グラフにしたものです。こ
のグラフを見ると平成 10 年から平成 15 年までは、
終日閉鎖を受ける方の数は減少していたのですが、
平成 15 年からは終日閉鎖病床数、終日閉鎖の処
遇を受ける方の数、両方が増加していきます。そ
して、平成 16 年のところを見てもらいたいので
すが、平成 15 年から平成 16 年は、終日閉鎖病床
数が 1867 床増えています。病床を増やしたから
には、埋めなければという力が働くのか、翌年の
平成 17 年、今度は終日閉鎖の処遇を受ける方が
2424 人増えます。また医療保護入院者数は平成
15 年あたりから終日閉鎖の処遇、終日閉鎖病床数
とリンクするように増えていきます。このグラフ
から終日閉鎖病床を作ったからにはそこに入院す
る人が必要で、そのために医療保護という強制入
院制度が使われてしまっている可能性があるとい
えないでしょうか？そうであってほしくないと思
いますので、何か別の見方ができる方がいたら教
えていただきたいです。

これまでの話は県内の病院全体をまとめたデー
タからのものでしたが、県内の個別の病院ごとに
医療保護入院率や閉鎖病床率は異なっています。
出来る限り開放にしよう、入院の場合は任意で
入院してもらおうとしている病院もありますし、

100％閉鎖の病院や過半数が非自発的入院の病院
もあります。また令和元年からデータ提出方法が
少し変化したせいもあるとは思うのですが、デー
タが県には見つからない病院や、開示請求には応
じてもらえたのですが、ほとんど全てのデータが
黒塗りになっている病院もありました。ほとんど
のデータが黒塗りになっている病院には神奈川精
神医療人権センターの KP ちゃんが取材をしてく
れました。取材によると、病院が黒塗りを指示し
たのではなくて、行政が忖度して黒塗りにした可
能性が浮かび上がってきています。 

いずれにせよこの状況で、医療保護入院が本当
にいつか無くなって、障害者権利条約に矛盾しな
い、精神障害者の人権が守られる日本になるのか
わからないのですが、ぜひ日本で暮らす皆様一人
ひとりがこういった現実を考えながら、皆で協力
して、知恵を出し合えたらいいなと思っています。
([4] 脚注 )

隔離拘束指示数の埼玉県内個別	
病院データ非開示

令和元年630調査から作成
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県別身体拘束指示率（％）

最後に身体拘束のお話をさせていただきます。
埼玉県は、身体拘束指示率も高いです。身体拘束
のほうも認知症治療病床の多さと関連する可能性
があると思っています。そして、身体拘束率に関
しては、とても悲しい問題が起きていますので、
そのことについて最後にお話させていただきます。
2019 年の 5 月くらいからいくつかの新聞で、埼
玉県の身体拘束率が全国で最も高いという衝撃的
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なニュースが報道されました。その報道によると
身体拘束率は東高西低になっていて、最も身体拘
束率が高かった埼玉県と最も低かった岡山県を比
較すると、10 倍以上の差があったと書かれていま
した。 埼玉県に暮らす者として、このニュースは
ショックでした。

そしてショックだったのはこのことだけではあ
りませんでした。その直後の 630 調査のデータの
開示についてです。毎年個別の病院ごとのデータ
を、県と市に開示請求している埼玉県の精神医療
を考える会によると、この新聞報道の直後の 2019
年 630 調査の病院ごとのデータの内、何故なのか
隔離拘束指示数だけが非開示ということになって
しまったということでした。埼玉県がその理由と
して示した内容もショッキングなものでした。そ
の理由というのが、「法人その他の団体に関する情
報であって、公にすることにより、当該法人等の
正当な利益を害するおそれがあるものであり、埼
玉県情報公開条例第 10 条第 2 号本文に該当する
ため」ということでした。私たちはこの県の非開
示理由にびっくりしました。隔離拘束の病院ごと
のデータを開示してしまうと病院等の正当な利益
を害してしまうってどういうことだろうと、驚き
ました。([5] 脚注 )

でも埼玉県が参照した条例には、「ただし、人の
生命、健康、生活、又は財産を保護するため公に
することが必要であると認められる情報を除く」
と書かれています。隔離や身体拘束をされる方た
ちは人間です。身体拘束を受けると、ときに深部
静脈血栓症がおき、血栓が肺に飛び、亡くなって
しまう場合もあるといわれています。また特にご
高齢の方は、身体拘束で身体機能が落ち、歩けな
くなったり寝たきりになったりすることもあると
思います。身体拘束を受けたことでトラウマに苦
しみ続けていらっしゃる方もいます。トラウマは
ご家族も負います。身体拘束を受けているお子さ
んを目の当たりにしたことでのトラウマを抱えて
いらっしゃる方も、埼玉県精神医療人権センター
に関わってくれています。拘束は以上のことから
も人間の生命や健康にかかわるものです。ですの

で、隔離拘束指示数の情報は人間の生命を保護す
るために公にすることが必要な情報なのではない
かと私は思います。病院等の利益と人の生命を天
秤にかけなければならないのだろうかと、とても
悲しいです。私のお話したいことは以上になりま
す。

この後は、埼玉県の人権センターメンバーから
の一言を、皆さんと共有させていただきたいです。
これまでの私の話はデータからの話でしたが、こ
こからは私たち人間の声を皆さんに聴いていただ
きたいです。

埼玉県精神医療人権センター	
メンバーからひと言

松本葉子（薬剤師）：資料を作る過程で、びっく
りしたことが医療保護入院率の高さでした。他県
も多いのであれば、日本全体の問題なのかなと思
うのですが、東京だったりとか兵庫だったりとか
医療保護入院率が埼玉ほどではないところもある
中で、どうしてこんなに高いんだろうというのが、
今の疑問です。

斎藤丈（精神障害当事者）：現在、地元の作業所
で就労のための訓練をしてます。このこと（隔離
拘束や非自発的入院の多さ）は、埼玉に限らず、
どこの病院、精神科でもそうなんじゃないかと思
います。どこの病院だってスタッフが足りないか
ら起こることがほとんどなんじゃないかと思いま
す。しかも精神科特例があるので、精神科に関し
ては人数が少なくてもいいという変なルールが決
まっていて、手がまわるわけはないですよね。

佐川まこと（こうの会代表）：家族の立場から言
うと、今のデータは、おそらく埼玉県の家族のほ
とんどの方は正確な事実を知らないと思います。
ですからこれだけ拘束が埼玉で多いとか、医療保
護が増えているとか正確な情報を得るのが困難だ
というのが実態だと思います。したがって家族が
知らないままで、自分の目の前にある相談機関に
しか助けを求めることができない状況があります。
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相談できる機関は、やっぱり病院かそこに勤める
ワーカーさんしかいないのです。そこでこういっ
た問題を提起することはとてもできないことです。

末吉俊一（精神障害当事者、地元の精神障害者
団体の役員）：特にヒエラルキーもあるし、やっぱ
りワーカーによるソーシャルワークが及んでない
こと、医療のヒエラルキーに抑えられてることが
僕はちょっと問題なのかなと思う。

松本：病院はそれぞれの職種が専門分化してい
て、そこでのそれぞれの情報がそれぞれの職種同
士や、家族、当事者にも、共有されていない場合
があるんじゃないかと思います。薬剤師として見
ると、副作用だろうというものも、看護記録には
精神症状として書かれているということも実際に
はあるように思います。医師が薬物療法しかしな
いということも問題だと思うのですが、医師の薬
物療法に疑義をなげかける人が誰もいない。薬剤
師がたぶん言わなければいけないんですけど、そ
れもできているか分からなくて、そういったなか
で、ソーシャルワーカーや看護師はさらに言いづ
らくて、暴走していってしまうというケースもあ
るかと思います。いろんな立場の人が自分の思っ
たことを言うべきなのに、ヒエラルキーに負けて
しまっている面はあるかもしれません。

佐川：家族の立場からすると、とにかく、病院
で何が起きて、どういう治療が行なわれているか
ということを、家族や当事者のみならず、世の中
の全ての人に明らかにして、それを皆がアクセス
できるようにすることが、第一歩だと思います。
病院は隠さずに、オープンにしていただかないと、
家族も不安で病院に相談できないということにな
りかねません。

A さん（家族の立場）：我が家の場合は、息子
が 4 年前に亡くなっています。カルテ開示をして、
状況がわかって、何だろうというところからはじ
まっています。今まで家族が知っていたことと、
病院の中のことは、全く違いました。子供のこと
で、全く知らなかったことが、病院の中では日々
起きていたということがカルテ開示をしてはじめ

てわかりました。そういった経験から、病院の中
は全然見えないもの、全て見えないものと思って
います。家族は一所懸命、病院から与えられた勉
強もしましたけれども、カルテから見えた事実と、
与えられたものは合うようなものではありません
でした。つまり家族が先生にお話をうかがいに行
くと、先生から、「この薬はこうなんですよ」なん
て教えてくれるような場面は全然なかったんです。
と同時にうちの子の場合はどんどん、どんどんな
ぜか薬はどんどんと増えていきましたが、そのこ
とも、まるで家族は知らされていませんでした。
親は、病院に入院すれば治って帰って来ると思っ
ています。しかし、亡くなってしまった。亡くな
る前も亡くなった後も、家族は正確な情報を知る
術が無かった。これが凄く大きな問題じゃないか
と思います。幸いにここ何年間か非常にいろんな
本とか文献とか、あるいはニュースなんかで、具
体的に分かるような言葉で（精神科病院のことや
人権のことが）取り上げられるようになりました。
そういった記事を読んだり聞いたりすると、ホッ
とします。そういったことは、どんどん出してほ
しいと思います。（うちの子のようにインフォーム
ド・コンセントがなかったことや、亡くなってし
まうということは、）氷山の一角だと思うんです。
でも、家族がそこ（人権を尊重すること）に気持
ちを向けられるまでには、まだなっていないとい
う問題があると思います。家族の立場から、でき
たらもうちょっと病院にものが言えるように、家
族の意識を高めないとと思っています。そのため
に、事実とか歴史とか、世界はどうなのかという
こと、今後どうなっていかなきゃいけないのかと
いうことを家族がしっかり勉強し直す、いい時期
にあるんじゃないかと思っています。気付いた人
から、とにかく何かできることから始めようとい
う気持ちに今なっております。そういう意味で人
権センターにこうやって参加させていただけて、
ここに辿り着いたことが、凄く幸せだと思ってい
ます。
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脚注

[1]  「精神保健法第 24 条第 1 項等違憲訴訟」韓
国国立法律情報センター 
URL:https://www.law.go.kr/LSW//detcInfoP.
do?detcSeq=52333

[2]  「障害者権利条約第 14 条に関するガイドラ
イン」 
国連障害者権利委員会 
URL:https://tbinternet.ohchr.org/_
layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=A/72/55&Lang=en

[3] インペアメントは、障害者権利条約第 14 条
に関するガイドライン第 6 項によると、「身
体的、心理社会的、知的、または感覚的な
個人の状態。身体、精神、または知覚の機
能的制限を伴う場合も伴わない場合もあ
る。」とされています。

[4]  「さいたま市が忖度のり弁を提供！／海苔ま
みれにされた病院も理由わからず困惑広が
る」

 神奈川精神医療人権センター

 掲載日：2020 年 12 月 25 日

 URL:https://kp-jinken.org/2020/12/25/ さ
いたま市が忖度のり弁を提供！／海苔まみ
れに /

[5]　2019 年 630 調査の病院ごとのデータは、
東京都、大阪府は全て開示、静岡県はほぼ
非開示と地域による違いが報告されていま
す。(2021 年 2 月時点）

https://vimeo.com/590017786/702d0ef3a8

630 調査 はどうして
情報公開が難しいんだろう？

ダイジェスト動画

▲

どなたでも 無 料 で

視聴できます。
通信料はご負担下さい。

https://www.psy-jinken-osaka.org/archives/saishin/9773/
リーフレットのダウンロード
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埼玉県精神医療人権センターさんから、「埼玉県
の精神科病院が非常に閉ざされた環境の中にあり、
いろいろな問題が起きている」というお話があり
ましたが、兵庫県で起きた「神出病院事件」は、
まさしくそのような精神科病院の閉鎖性の中で起
きた陰惨な事件でした。

11 月から 12 月にかけて大阪や首都圏のいろい
ろなところから、原稿や集会での報告の依頼をい
ただいていますが、神戸や兵庫県からは全くあり
ません。「何か過去形で語れるような段階ではない」
と地元では皆思っているのです。「問題は始まった
ばかりだ」「何かを総括して、振り返って言えると
いう段階にないし、まだ何も解決していない」と
いう、この現在進行形の感覚がこちらでは非常に
強いのです。

ですから私の今日のご報告も、不十分だったり
まとまっていなかったりする部分があるかと思い
ますが、そこをご理解ください。なお、私は兵庫
県精神医療人権センターの精神障害当事者メン
バーです。双極性障害を持っております。発症し

て 22 年になり、入院歴があります。短期の任意
入院ながら、閉鎖病棟に入れられて隔離や拘束を
受けたということがあって、本当にどんなにそれ
が辛いことかということを自分自身知ったうえで
活動に関わっている者です。

神出病院はどのようなところか

神出病院は神戸市内の西区にあります。神戸市
内ですが、田舎に位置しています。神戸の中心地・
三宮からは遠く、一番近いＪＲの駅は明石駅です
が、そこから直線距離で約 13km、車やバスで片
道 30 分かかり、公共のバスは本数が少なく、最寄
りのバス停から 1km の距離があるので病院がシャ
トルバスを出して送迎をしているという立地です。
都市部からは遠隔の場所で起きた事件だというこ
とをまず押さえてください。

事件の舞台となった神出病院についての概要を
見てみます。神出病院は、兵庫錦秀会という法人
が経営している 1963 年開業のとても古い病院で

なくすためにはどうするといいのか

「できたこと」「できなかったこと」、取り組みをとおして見えてきた課題、今後に向けて

兵庫県精神医療人権センター　吉田明彦
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す。1960 年代というのは、歴史を知っている方は
ご存知かと思いますが、「精神障害者は社会の治安
を乱す危険な存在だ」、「精神病院を造れ」という、
そういう機運がとても高かった時でした。そのよ
うな時期に次々に大型の精神科病院が造られた、
神出病院はそのひとつです。

2018 年度の 630 調査結果から、少し見てみま
しょう。入院ベッド数が 465 床ですから、大変に
大きい。しかしそれに対して、スタッフの数が非
常に少ない。神戸市内の他の病院と比較しても最
低基準です。医師一人あたりの患者数が 45 人以上。
そして看護職員一人あたりの患者数も 3.97 人。こ
れは、精神保健福祉法や精神科特例によって精神
科病院には極めて緩い義務しか課していないはず
の医療法の基準から言っても、これ以上スタッフ
の数が少なければ違法になるという、ギリギリの
状態です。

入院形態をみると、医療保護入院が 70％以上で
すから、先ほどの埼玉の平均よりもこの病院単体
をとれば、はるかに多いということになります。
もうひとつの重要な点は、医療保護入院が多い病
院というのは、病名は統合失調症が多いというの
が普通ですが、この病院の場合は認知症が 40％を
越えており、それがどんどん増えてきているので
す。

医師、看護師たちが少なく、また看護助手も少
なく、認知症の患者がどんどんどんどん増えてい
く。空き病床を認知症患者で埋めていく。そうい
うことを進めてきたので、この病院では、看護師
たち、看護助手たち一人ひとりに対する負担がど
んどん増えるという状態が続いてきていました。

さらには、長期入院も非常に多いことを指摘し
ます。5 年以上入院している人という区切りでま
とめると、それが全入院患者の 25％を占める状態
です。

このような触法、違法状態ギリギリの運営実態
だけを見ただけで、「この病院は非常に危うい場所
ではないのか」という感じがしてきます。

ここの B 棟の 4 階という病棟で事件が起きまし

た。そこは、精神疾患があるとされている人たち
と認知症患者の人たちで、かつ身体の病気も同時
に持っているという方々がいる場所だそうです。
車イスの方、寝たきりに近い状態の方と、いろい
ろな医療ケアが必要な方が集められている場所が
この病棟でした。

事件のあらまし

事件のあらましについてお話します。非常に
ショッキングであからさまな表現が含まれますが、
オブラートに包まずそのままお示しします。これ
を読んで「いやだな、気持ち悪いな」と思われる
方があるかと思いますがご容赦ください。

この事件は、「この神出病院に勤務する男性看護
師・看護助手ら 6 人が、入院患者たちに対し、男
性同士でキスをさせる、男性患者の性器にジャム
を塗って、それを他の男性の患者になめさせる、
トイレで水をかける、患者を病院の床に寝かせて、
落下防止柵付きのベッドを逆さにして被せて監禁
する等々の暴力行為を 1 年以上にわたって繰り返
し、またその様子をスマートフォンで撮影して、
LINE で回覧して面白がっていた」というものです。

被害者数は当初 3 人と伝えられたので皆さんの
あいだでも、そう思っておられる方が多いのでは
ないでしょうか。しかし、裁判で被害者として認
定されたのは、匿名で A、B、C、D…G というふう
に匿名で呼ばれた 7 人です。事件の内容、そして
被害者の数、どちらから見てもたいへんに深刻な
事件でした。

事件の発覚

どのようにしてこの事件が発覚したのかという
ことが重要です。去年の 12 月 11 日に、加害者の
ひとりが病院の外での強制わいせつ事件の疑いで
兵庫県警に逮捕された際、持ち物のスマートフォ
ンから病院内での複数の看護師・看護助手らによ
る患者への暴行の動画が 30 本以上見つかった、と
いうのが発覚のきっかけでした。
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それを受けて兵庫県警が捜査を始め、今年 3 月
4 日および 24 日に、26 歳から 41 歳の男性看護
助手と看護師たち 6 人が準強制わいせつ・暴行・
監禁の疑いで逮捕されました。

大事なのは、この事件は内部告発あるいは通報
によって発覚したということではないということ
です。加害者のひとりが、病院の外での強制わい
せつ罪容疑で逮捕されたということがあって、た
またま出てきた。そのことが無ければ今なおこの
事件があったということは日の目を見てないし、
私たちも今に至るまで知らないままでいたのです。

事件の公判

加害者たちの刑事裁判は終わっており、判決も
確定しています。裁判は 6 月 23 日から裁判始まり、
最後の一人の判決言い渡しが 10 月 12 日にありま
した。神戸地方裁判所で裁判が行なわれ、6 人と
も控訴をしませんでしたので刑は確定しています。

確定判決は次の通りです。27 歳の看護助手が実
刑で懲役 4 年、27 歳の看護師が実刑で懲役 2 年、
35 歳の看護師が実刑で懲役 2 年、33 歳の看護師
は執行猶予３年付きの懲役 1 年 6 ヶ月、33 歳看護
師は執行猶予 4 年付きで懲役 3 年、42 歳看護師が
執行猶予 3 年付きで懲役１年 6 ヶ月です。このよ
うに 3 人が実刑で 3 人が執行猶予という判決でし
た。

量刑や判決も大切かもしれませんが、そこに至
る過程および判決言い渡しの際の事実認定で出て
きた事柄こそが非常に重要です。この 6 人がやっ
たこと以上に注目が必要かもしれません。

公判と神戸市の調査の両方ともが、この事件を
生んだ問題の構造性というものを明らかにしてい
ます。両方で指摘されているのは、この加害者ら
が虐待・暴力を始めた最初の人たちではなかった
ということです。

彼らが B 棟 4 階に着任したときには、すでに先
輩看護師たちは日常的に虐待をしていました。車
イスに縛り付けて倒す、あだ名をつけて呼び捨て

にする、違法な隔離をする等々といった虐待行為
ができてはじめて精神科の看護師・看護助手にな
れる、一人前なのだというような常識がまかり通っ
ていた、加害者たちはそう証言しています。

彼らは、このような環境で良心を麻痺させて犯
行に及んでいった―裁判官は判決理由の中でそう
事実認定をしています。他の加害者たちの暴力行
為を見て、夜間のシフト替えを上司である看護師
長に願い出た看護師もいましたが、聞き入れられ
すらしませんでした。

加えて、そのような虐待行為が横行するに至っ
た、さらなる背景があったことも明らかになって
います。違法な拘束・隔離の常態化という問題です。
神戸市の毎年の実地調査の記録を見ると、そのよ
うな状態は事件発覚前から続いていたことが判り
ます。毎年のように、「漫然とした行動制限をやめ
なさい」という指導を神戸市は何度もこの病院に
対して行っています。

事件後の更なる市の調査によって、それについ
てのより具体的な実態が明らかになってきていま
す。精神保健指定医の指示なしに、看護師が隔離
や拘束を勝手に繰り返しています。4 人をひと部
屋にいれて外からガムテープを貼り 2 週間にわ
たって閉じ込めるという、長期間の「複数隔離」
を行なうというような甚だしい違法行為すらなさ
れていました。患者を車イスにガムテープで縛り
付けるといった行為も日常化していました。

神戸市に対して、病院長や病棟勤務医は「その
ような実態は一切知らなかった」と答え続けてい
ますが、おかしな話です。医師たちは回診をして
いなかった、回診しても病棟・病室に姿が見えな
い患者がいても、気がつかなかったということで
しょうか。

そもそも、これまでも神戸市は何度も「漫然と
した隔離・拘束をやめよ」と指導し、院長らがそ
のたびに「そうする」と回答してきたというのは、
私たちも情報公開資料によって確認していること
であり、違法な隔離・拘束の実態を知らなかった
などと今になっていうのは、筋が通りません。
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このような病院のあり方がバックグラウンドと
してあって事件が起きたということが大事な点で
す。もちろん 6 人の卑劣な犯罪の惨さを問わなけ
ればならないけれども、それで終わっていいとい
うことではまったくありません。

神戸市と議会の対応

神戸市と神戸市会も問題を真剣に捉えています。
当初は事件そのものの性格、悪質性が焦点でした
が、この病院で虐待が漫然と行なわれており、違
法な隔離・拘束も横行していたことを見て、神戸
市と市議会は、事態を深刻に受け止め前向きに取
り組むようになってきています。

私たちが事件を知る報道以前に警察からの報告
を受けた神戸市は、2 月 3 日から臨時実地指導を
始めます。被害者、入院患者、職員らへのヒアリ
ング、職員向けのアンケート等を実施し、その結
果を受けて、8 月 17 日には、病院のありさまがあ
まりに深刻な状態にあるとして改善命令を出しま
す。その内容は、不適切な行為を発見した際の職
員の通報の徹底、職員の研修強化等の改善である
と報じられていますが、改善命令通知書の実物を
読むと、さらにさまざまの具体的な命令が出てき
ています。

9 月 10 日には、私たちが開くよう求めていた、
第三者委員会である精神保健福祉専門分科会が招
集され開かれます。その席で、神出病院と法人ま
た市に対して、医療団体、専門職団体、家族会等
の代表たちから一斉に厳しい批判の声があがりま
す。病院自身に自浄作用はない、病院の解体的処
分・徹底した検証作業と研修への第三者の参加が
必要である、そういう強い意見が噴き出し、メディ
アもそれを詳しく報じました。

それを受けて神戸市は、10 月 22 日に神戸市の
市会福祉環境委員会で、重要な決定を口にします。

まず、①院長の大澤次郎医師について、精神保
健指定医資格取り消しを求める報告を国に対して
することを決定した、と述べました。

②法人が開くとしている第三者検証委員会には、
それを機能させるために市が参加メンバーを推薦
し、市自らもオブザーバーとして参加する／③研
修については、市が外部に委託して講師を送り込
むとも答弁しました。

さらに最も重要なのは、④全入院患者と家族に
対し、転院・退院の意向確認を含む支援を、外部
に委託して行なうという決定でした。

この最後の点に私たちはたいへんに注目してい
ます。被害者や入院患者の方々の救済こそが最も
重要なことのはずだからです。

神戸市会はこの事件を受けていくつかの請願を
採択してきています。なかでももっとも重要なの
は、10 月 27 日の本会議において全会一致で可決
した、医療機関に障害者虐待防止法の通報義務を
課すように求める意見書でした。

神戸市会に対してはさらに請願を出す準備をし
ている団体があり、これからも新しい意見書が採
択されるということが起きるでしょう。改善命令
に取り組む市の動きもまだまだ止まることはない
と見られます。

積み残されている問題

神戸市当局と神戸市会がどのように神出病院問
題に取り組んでいるのかということについてお話
ししましたが、なお積み残されたままの重要な事
柄があるということを押さえておきましょう。

まず、被害者救済です。被害者を含む入院患者
の人たちの救済がなされていません。転院や地域
移行に向けた支援は、まったく着手されていない
ままです、これが私たちの最大の関心事ですが、
先延ばしになったままです。

次に責任追及の不十分さです。大澤次郎病院長
の精神保健指定医資格取り消しに向けての動きは
始まりましたが、彼ひとりの責任の問題ではあり
得ません。事件加害者たちが虐待の手本とした職
員たちの処分は、病棟勤務医たちの責任は、また
経営法人の責任というのはどうなっているのかな
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どについては、まったく問われていません。

次に法改正についてです。障害者虐待防止法の
改正を求める意見書を神戸市会は可決しましたが、
他にも精神保健福祉法の認めている隔離・拘束、
また医療保護入院の廃止を検討しなければならな
いという議論が必要です。また、精神科病院には
人員配置が少なくても良いとする「精神科特例」
の問題もあります。法の見直しや制度改革の必要
は、この事件を、また事件の背景を通して、数々
多く現れてきていることに目を留めなければなり
ません。

兵庫県精神医療人権センターの	
取り組み

私たち兵庫県精神医療人権センターは、事件が
報道された 3 月 5 日の 2 日後には神出病院に手紙
を送って訪問を要望しました。この病院にはこれ
までの 31 年間、訪問と見学を断られてきました。
このような事件があった今こそ受け入れてもらえ
ないかと打診したのですが、かないませんでした。

4 月 3 日には、声明文の発表をしました。続けて、
神戸市への申し入れ書・質問書提出、裁判の傍聴、
市の担当者と会っての交渉に取り組みました。ま
た、市当局や議会に前向きに動いてもらうために
もメディアに積極的に働きかけました。NHK から
の出演依頼を受けて 7 月 2 日放映の ETV『バリバ
ラジャーナル　どうなってるの？日本の精神医療』
に私が出演したのもそのためです。

8 月 3 日には、兵庫県弁護士会、兵庫県精神保
健福祉士協会、兵庫県社会福祉士会、兵庫県精神
福祉家族会連合会、兵庫県医療ソーシャルワーカー
協会と私たちという 6 団体の連名で、市に対し、
第三者検証委員会設置を求める要請行動を行ない
ました。

8 月 13 日と 9 月 17 日にわたって 2 回、過去 5
年間にわたるもの、そして事件発生後のものも含
め、「630 調査結果とは別に、実地指導調査、実地
指導の全報告を出してほしい」という情報公開請

求をしました。結果、全部で 1000 ページを超え
るコピーを入手し、いまそれを読み解いていると
ころです。

8 月 17 日の市の改善命令に対しては、積極的に
評価すべき点はそうするとともに、「更にこういう
課題が残されているのではないか」という申し入
れ書を出してもいます。

肝心の神出病院に対しては、私たちはいまだ訪
問ができないでいます。また、入院患者の方やそ
のご家族とコンタクトを取るのもむずかしいとい
う壁にぶつかってもいます。少しでも繋がりをつ
くろうと、9 月 5 日からは送迎バスの乗り場所 2 ヶ
所に行って、患者ご家族や職員の人たちに電話相
談の窓口を紹介しメッセージを書いたカードを渡
したり、話しかけたりというような活動も始めて
います。

9 月 9 日には、神戸に会社があるテレビ・新聞・
ラジオの全社に呼びかけて、事件についての記者
レク集会を開催しました。非常に関心が高く、9
社からの 13 名参加という大勢の方が集まって活
発な意見交換がなされました。

まとめ

私たちにできたこと、できなかったこと、その
2 点について振り返って、まとめとします。

ただし、いまだ被害者・入院患者の方たちへの
救済と支援がまったくなされておらず、真相究明
も不十分な段階で、これができたという言い方を
するのには、私自身ためらいがあります。

その上で、あえてできたということについて申
すなら、市当局や議会が、またマスメディアの方
たちが積極的に取り組み続ける、そういう流れを
後押しするということができてきた面はあるのか
もしれません。

もちろん、それは関係諸方面との連携で進めら
れてきたことです。ただ、その協力関係のなかで、
被害者・入院患者救済が何よりの優先課題である
ということを、絶えずあらゆる方法で訴え続けて
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きたということは、兵庫県精神医療人権センター
がやってきたこととして言えるかもしれません。

真相究明と再発防止ということの必要について
は、皆、口を揃えて言います。しかし、まだ病院
内に留め置かれている被害者・入院患者を救済・
支援するのが、第一の優先課題なのだということ
を常に言い続けてきたのは、私たち兵庫県精神医
療人権センターでした。どの行政交渉でも、どの
報道への働きかけでも、そしてどの協力団体間の
会議でも、このことを必ず強調してきました。

また、メディア各社の報道が、一過性の事件報
道ではなく、問題の構造や法改正の必要に迫る取
材・論調となっていくように深まるような後押し
もできたかもしれません。

できなかったことについて言うならば、繰り返
しますが、まだ被害者と入院患者の救済が着手さ
れていないということを強調しなければなりませ
ん。

さらに言うならば、今回の事件発覚以前に、
630 調査結果や情報公開資料の読み解きをしっか
りできていれば、神出病院でこのような事件が起
きていたことは察知でき、警鐘を鳴らすアクショ
ンが起こせていたのではないかという悔しさも抱

いています。

これだけ報道がされ、またそこで私たちのこと
が伝えられながら、入院患者とご家族からのＳＯ
Ｓの声が私たち人権センターに届かないままであ
る、この現実も深刻に受け止めています。私たち
の広報が足りていないという問題なのか、別に原
因があるのか―どうすれば繋がりをつくっていけ
るのか真剣に考えなければなりません。

加えて、市が入院患者と家族に向けての意向確
認作業や退院・地域移行支援を検討する際に、そ
のチームの構成員として私たちに声が掛からない
という現状は、まだまだ行政の信用と評価が得ら
れていないことを示しているのかもと反省しても
います。

これからの神出病院問題解決のための課題は、
繰り返しますが、被害者・入院患者救済に向けた
更なる連携と働きかけをすること／また、大阪の
ような市民オンブズマン制度誕生に結びつける動
きをなんとかしてつくること／そして、この事件
の根本的解決のためにも、法改正・制度改革に向
けた運動を前に進めて行くということなどです。

ありがとうございました。

神出病院における虐待事件 なくすためには
どうするといいのか

ダイジェスト動画

▲

どなたでも 無 料 で

視聴できます。
通信料はご負担下さい。

https://vimeo.com/590012013/70be6ddbf2
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COVID-19 による面会制限

大阪精神医療人権センター・個別相談検討チー
ムの彼谷 ([1] 脚注 ) と申します。

こ こ で は、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
（COVID-19）による影響の中で、どのように精神
科アドボケイトによるオンライン面会を実現して
ゆくか、を取り上げます。取り組みはじめたこと
ばかりで、確定していないことも多く含まれてい
ます。ご承知ください。

COVID-19 は私たちの暮らしに大きな影響を与
えています。メディアが報道するように病院や福
祉施設も例外ではありません。特に入院している
方、施設で暮らしている方は面会が制限されてい
ます。以前からインフルエンザなど感染症が流行
した場合に面会が制限されることはありましたが、
今から思うとその期間や範囲は限定的でした。今
回のように長期間にわたって大半の医療機関や施
設において厳しく面会が制限されることは例を見
ないのではないでしょうか。

今回の面会制限は、COVID-19 の感染状況は情
勢や地域によって大きく異なるため、病院や施設
によりさまざまで、標準的な面会制限という形は

ないようです。私の観察範囲を例にあげます ([2]
脚注 )。家族・支援者の面会がすべて禁止されてい
る病院・施設が存在します。身体合併症や医療的
ケアが必要な障害児者が入所する施設ではとくに
厳しいようです。家族のみ面会できる、あるいは
支援者のみ面会できる病院があります。また、退
院を目的とした面会は例外として認める例があり
ます。入院している人が退院後に地域において福
祉サービスを利用する場合、認定調査や介護認定
を受ける場合の調査や支援に限り面会できる例も
ありました。面会が 5 分、15 分など時間に制限が
ある病院施設も多く、予約制を取り入れるところ
も多いようです。

面会制限の根拠

精神科病院においては、閉鎖処遇や隔離拘束な
どの精神保健福祉法による行動制限が存在します。
COVID-19 によって、精神保健福祉法による行動
制限に、感染症による面会制限が乗っかるような
運用をイメージすると理解しやすいかもしれませ
ん。まず、精神科によらない一般的な面会制限を
取り上げます。

2020 年 2 月 25 日、厚生労働省は「医療施設

オンライン面会の現状・課題を含む最新情報

大阪精神医療人権センター　彼谷哲志
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等における感染拡大防止のための留意点について」
([3] 脚注 ) という事務連絡を出しました。この通知で
COVID-19 による面会制限について次のように触れて
います。

面会については、感染経路の遮断という観点から、
感染の拡大状況等を踏まえ、必要な場合には一定の
制限を設けることや、面会者に対して、体温を計測
してもらい、発熱が認められる場合には面会を断る
といった対応を検討すること。

医療施設等における感染拡大防止のための留意点
について（令和 2 年 2 月 25 日厚生労働省事務連絡
通知）

このような通知による要請に加え、現場では臨床
的な観点から積極的な感染防止対策を講じなければ
ならず、面会の制限がなされてました。

精神科病院に入院している人を	
めぐる COVID-19 の影響

精神科病院の生活は、たいていの人にとって共同
生活であり、ストレスが強いと感じる場面は多いで
しょう。面会が制限され、家族や友人、会社の人、
地域のいろいろな人に会えないことはとりわけつら
いと思います。面会だけでなく外出や外泊が禁止さ
れている病院が大半です。私は普段は障害のある人
への相談支援の仕事をしているのですが、COVID-19
によって退院が長引いてしまった例は複数ありまし
た。とはいえ、病院の中にはいろいろな工夫をして、
退院に結びつけたところもありますし、まったく退
院できなくなったわけではありません。今まで普通
に行われてきたことが、できなくなったのが実情だ
と思います。

COVID-19 以前であれば、退院後にグループホーム
で暮らそうと思っている人は、お試しの宿泊を繰り
返しながら、自分も周囲もグループホームでの生活
が大丈夫だと確認しながら、退院の準備を進めてい
くことがよくありました。COVID-19 後は、グループ
ホームが外部からの体験宿泊を躊躇することは少な
からずありました。グループホームが体験宿泊を受
け入れたとしても、病院の側が院外で外泊した人を

院内に入れるわけにいかない、あるいは、体験宿泊
から戻ると 2 週間個室で過ごして感染していないこ
とを確かめるといったことを確認しています。退院
に向けての動きが止まるかゆっくりになり、希望す
る地域での暮らしができなくなってしまうことが起
きているのです。長期入院の場合、社会から取り残
されることが起きているのではないかと思います。

この状況は病院だけの責任ではありません。今ま
でから病院を取り巻くいろいろな課題や矛盾があっ
て、COVID-19 による感染が拡大したことで問題が明
らかになったと私は理解しています。いろいろな制
限を受けることは、高齢者の介護施設でも同じです
し、障害のある人の作業所でも似たようなことが起
きています。作業所でテレワークを強いられた例も
ありました。

そもそも面会は自由

本来、面会は自由に行われるものです。法令にも
書かれています。

( 通信と面会は ) 患者と家族、地域社会等との接触
を保ち、医療上も重要な意義を有するとともに、患
者の人権の観点からも重要な意義を有するものであ
り、原則として自由に行われることが必要である。

( 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第
三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定め
る基準 ) ([4] 脚注 ) 

面会は医療上も人権の観点からも大事ときちんと
謳われています。この原則に反して、残念ながらき
ちんと尊重されていない精神科病院があり、さらに
COVID-19 の影響でますます面会が制限されてしまう
状況が、入院している人たちの上に起きている構図
だと思われます。

この構図をどのように突破して面会を実現できる
でしょうか。一つの工夫がオンライン面会です。厚
生労働省の通知では、オンライン面会は「テレビ電
話システムや Web アプリのビデオ通話機能等のイン
ターネットを利用する面会」と定義しているようで
す。有名どころでは ZOOM や Mirosoft、Cisco のオ
ンライン会議システムがあります。LINE 電話なども
けっこう使われているようです。
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じつは福祉分野では、国はオンライン面会をやっ
てくださいね、と早くから言っています。オンライ
ン面会に触れる通知が、高齢者分野では 2020 年 5
月 15 日 ([5] 脚注 ) に、障害者の入所施設については、
5 月 22 日に ([6] 脚注 ) 出ました。面会の制限は本来
望ましくないが、新型コロナウイルス感染症による
面会制限はやむを得ないもので、「面会の制限下にお
いては、オンライン面会を行っていただくことが望
ましいです」と書かれています。このような事情も
あり、福祉分野では障害者や高齢者の施設で、ある
いは一部の病院で、オンライン面会が行われてきま
した。

COVID-19 化でひろがる医療や	
福祉におけるオンライン面会

一般的なオンライン面会はおおむね 2 つのパター
ンあるようです。1 つは、面会を希望する家族や支援
者が自宅や職場に居たままで、施設で暮らす人にオ
ンライン経由で面会するパターン（ここでは完全リ
モート）。2 つ目は、家族や支援者が施設に行き、施
設の一室からオンラインを通して面会するパターン
です（一部リモート）。

それぞれの長所と短所があります。完全リモート
では、面会者が病院に行かなくてすむため、感染が
拡大しづらい、時間と交通費を節約できるメリット
があります。自分が慣れている場所から面会できる、
リラックスできる場所で話ができることもメリット
かもしれません。短所は、ある程度 IT スキルがない
と難しいことです。たいていの、入院している人の
家族が自分たちだけでオンラインで面会できるだろ
うかと考えてみると、けっこう難しいのではないか
と思います。環境面においても、インターネットに
繋がる端末がいる、ウェブカメラを容易しなければ
ならない、タブレット端末を購入しなければならな
いなどのデメリットがあります。

一部リモートは、入院している人や施設で暮らす
人と対面ではないものの、同じ建物の中で、施設の
中の別の部屋（や場所）からタブレットやパソコンな
どを使って面会をするものです。メリットは、オン
ライン面会に使う機器はたいていは施設が用意する

ため、面会者は IT 機器の準備と知識は不要です。操
作が分からなければ病院の職員に尋ねることもでき
ます。デメリットは、施設まで行かなければならな
いこと。移動の時間、交通費や感染防止の点で負担
がかかります。近距離であっても、交通の便が悪い
ところに立地する病院や施設も少なくなく、タクシー
などの交通費かけて面会に行っても、対面で会えな
いとしたらつらい話ですね。施設にとっては、面会
する側にプライバシーの確保された部屋や場所を用
意しなければなりません。入院している人と面会者
をフォローするための人手も必要です。

精神科病院に入院している人へのオ
ンライン面会

2 月 25 日に発出された「医療施設等における感染
拡大防止のための留意点について」（令和 2 年 2 月
25 日厚労省通知）([3] 脚注 ) は、面会の制限につい
て検討を求めるものでした。半年以上たった 10 月に
オンライン面会を検討する旨の通知 ([7] 脚注 ) が出さ
れました。

従前よりお示ししているとおり、面会については、

感染経路の遮断という観点から、感染の拡大状況等

を踏まえ、必要な場合には一定の制限を設けること

や、面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱

が 認められる場合には面会を断るといった対応を検

討すること。

また、面会のやり方としてオンライン面会の実施

等も考えられるので 、検討すること。

「医療施設等における感染拡大防止のための留意点

について ( その 2)」（令和 2 年 10 月 15 日厚生労働省

事務連絡通知）( [7] 脚注 )

この時点でオンライン面会を実施している精神科
病院はすでにありました。私の観察範囲では、たい
ていは一部リモートのパターンが多いようです。大
半が予約制で、時間制限が設けられていました。従
来の面会は面会室があれば事足りていましたが、オ
ンライン面会では部屋と職員が必要になり、予約と
時間制限がなされているようです。半年後、1 年後に
なるとまた事情が変わっているかもしれません。
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人権センターによる	
オンライン面会

COVID-19 による感染拡大を受けて、人権センター
は対面での個別相談活動を中止せざるを得ない状況
に置かれています。この状況を打開するためにオン
ライン面会を私たちの個別相談に活用できないか考
えてみると、いろいろと課題があることがわかりま
す。オンライン面会を活用していない病院は少なく
なく、入院している人に会えない状況に変わりあり
ません。

また、病院ごとにオンライン面会の仕組みが違い
ます。例えば、とある病院では LINE 電話を、また
別の病院では ZOOM を、別のアプリを使っていると
いった具合のようです。そうすると、アドボケイトは、
毎回違ったアプリを使うことになり、これに慣れな
ければならないとなると、アドボケイトの負担にな
ることは想像できると思います。このように意外に
地味なところをクリアしなければいけないことがわ
かってきます。

現在、人権センターでは、オンラインでの個別相
談活動の仕組みを関係者と検討しています。オンラ
インだから相談内容を限定するといったことは一才
なく、オンラインで面会できるように取り組みを進
めています。（11 月 28 日の時点で）正式にスタート
していませんが、準備をしている段階です。

オンラインでの個別相談活動（オンラインによる
精神科アドボケイトによる面会）は、厚生労働省の
研究事業 ([8] 脚注 ) によって実施します。今後の政
策に資する研究のため、この仕組みに関わっていた
だく病院の職員や入院している方に対して簡単なア
ンケートを実施し、今後の参考にすることになって
います。また、入院している人がタブレットなどの
操作ができるわけでもなく、病院職員のサポートは
不可欠です。今回、大阪精神科病院協会に取組への
協力をお願いしています。いくつかの精神科病院（協
力病院）にご参加いただくことになりました。

精神科アドボケイトによる	
オンライン面会の仕組み

図は完成形ではありませんが、大阪精神医療人権
センターの精神科アドボケイトによるオンライン面
会のイメージです。精神科アドボケイト 2 名は、人
権センターの事務所のパソコンを使い、入院してい
る人とオンラインでやりとりしていきます。事務所
から面会することで事務局がアドボケイトをサポー
トすることができます。協力していただく協力病院
の、入院している人とはインターネット回線を通じ
てつながり、タブレット端末を使っていただきます。
タブレット端末の保管や準備は病院職員の方にお願
いします。入院している人の希望がない限りは、病
院職員には同席しないようにお願いしています。こ
の辺りは対面での個別相談活動と同じです。イメー
ジ図をみるだけでは簡単にできそうだと思われるか
もしれませんが、細かい点をクリアしなければなら
ず、協力病院を含めた関係者で話し合いを通じて作
り上げているものです。

オンライン面会で使うタブレット端末 ([9] 脚注 )
は厚生労働省の科学研究費により調達し、協力病院
に貸し出します。タブレット端末は、データ通信回
線を内蔵し、協力病院の WiFi やインターネット回線
を使わなくても、人権センターにいるアドボケイト
とオンラインで映像と音声でのやりとりができます。
病院の Wi-Fi やインターネット環境の利用を検討し
てみましたが、回線が不安定になった場合にアドボ
ケイトが対処ができづらいのではないかと考え、自
前の回線、データ通信回線を内蔵したタブレット端
末を活用することにしました。タブレット端末や通
信機器、アプリは 100% でなくてもある程度は統一
することを意識しています。というのも、アドボケ
イトの方はパソコンやタブレットに得意とは限りま
せん。入院されている方との話に集中できるために
も、環境は揃えた方が良いと考えました。このよう
な発想は地味かもしれませんが、オンライン面会に
よるアドボケイト活動にとって大事かと思います。

病院との協力について

従来の個別相談活動では、人権センターと病院と
の間で事前に調整することはありませんでしたが、
オンライン面会では病院の職員の方々の協力が不可
欠です。と言うのも、面会で活用するタブレット端
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末は誰が保管したり、充電するのでしょうか。病棟
にポンと置いておくわけにいかないですよね（病棟
に入院している人が自由に使えるタブレットはあっ
ても良いと思います。テレビのように。ただし、今
回のオンライン面会とは趣旨が違います）。誰かが責
任を持ってタブレット端末を管理してもらわないと
いけません。

今回の仕組みでは、タブレット端末を保管する、
充電する、オンライン面会がある時に電源を入れる、
アプリを起動する、面会を希望する入院されている
方に手渡すという作業は、病院の職員の方に担って
いただくことになります。入院している人が操作が
分からない場合、通信トラブルが起きた場合などの
サポートを職員にお願いすることになります。その
際に、人権センターと電話でやりとりすることもあ
るかもしれません。従来の面会と同じようにプライ
バシーが保たれた面会室、部屋も必要になります。
人権センターでは、面会が円滑に進むように入院し
ている人や病院職員を対象とした Q&A やマニュアル
の整備を進めています。

想定される課題

例えば、いくつかの課題を想定しています。

• タブレットの操作や通信環境に起因するトラブ
ル。入院している方は年配の方もおられるので、タ
ブレット端末を見たことも触ったこともない場合は
簡単に想定できます。通信環境に起因するトラブル
もあるでしょう。慣れている人なら自力解決できる
ことも（例えばアプリを再起動する、電源を入れ直
す、など）、たいていの入院している人にはサポー
トが必要だと思われます。

• プライバシーにまつわるトラブル。例えば、オン
ライン面会の最中に、入院されている方が、タブレッ
ト端末を持って病棟を歩き回り、他の入院している
人が映り込んでしまうこと。面会終了後にタブレッ
トを病院に職員に返却し忘れるといった、悪意がな
い出来事はあり得そうです。

• COVID-19 により退院支援や地域の社会資源の利
用の仕方が変わっています。相談を受けた場合に従

来と同じようなやり方で実現できるかどうか不透明
です。前にも紹介したように、体験宿泊を繰り返し
て退院していたことが難しくなっている実情があり
ました。COVID-19 ならではの相談は、アドボケイ
トの側のノウハウを蓄積する必要がありそうです。

以上、精神科病院をめぐる面会制限と精神科アド
ボケイトによるオンライン面会について駆け足で紹
介させていただきました。

脚注

[1] 入院歴のある精神疾患の当事者、現在は障害の
ある人への相談支援に従事する相談支援専門
員、精神保健福祉士、ピアスタッフ。 

[2] 断りがなければ 2020 年 11 月現在で著者が把
握している出来事です。 

[3] 医療施設等における感染拡大防止のための留意
点について（令和 2 年 2 月 25 日厚生労働省事
務連絡通知

[4] 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第
三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が
定める基準

[5] 高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実
施について（令和 2 年 5 月 15 日厚生労働省老
健局事務連絡通知）

[6] 障害者支援施設等におけるオンラインでの面会
の実施について（令和 2 年 5 月 22 日厚生労働
省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務
連絡通知）

[7] 医療施設等における感染拡大防止のための留意
点について（その 2）（令和 2 年 10 月 15 日厚
生労働省事務連絡通知）

[8] 厚生労働省科学研究事業「地域精神保健医療福
祉体制の機能強化を推進する政策研究」

[9] 今回の事業で利用するタブレット端末は Apple 
iPad 第 8 世代
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このチラシは厚生労働省科学研究事業「地域精神保健医療福祉体制の機能協会を推進する政策研究」の一環として
作成されたもので、大阪府内の協力病院に掲示や設置されています。
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設立の経緯

中村：神奈川精神医療人権センターの設立の経緯
からお話していきたいと思います。その前に私の自
己紹介から。私は、横浜市にある地域活動支援セン
ターで、福祉のお仕事を約 10 年してきました。そ
の中で、すごく元気良く活発に活動している当事者
の人たちに出会うことができました。その方達は横
浜市内にある「シャロームの家」という事業所でピ
アスタッフとして働いていたんですね。彼らとはあ
る研修で出会ったのですが、それ以来交流が始まり、
その後、YPS（横浜ピアスタッフ協会）という団体
を一緒に立ち上げました。

YPS は今年で 5 周年になります。会員は数百人。
そこのメンバーの有志と昨年の 9 月に大阪に行く
ことがあり、その時に大阪の精神医療人権センター
の皆さんから活動の様子を伺いました。当事者の仲
間を中心に集まっている私たちとして、病院、精神
科医療に対する働きかけは、勉強会みたいな形では

取り組んでいたのですが、具体的に何か実践できて
いたかというとそうでもありませんでした。そこで、
大阪に行ったことをきっかけに、「自分たちがやれ
ていなかったことって、まさにここだったのでは」
と、大阪からの帰り道の電車の中で何人かがハタと
思ったんですね。「これだね」と。

その後、秋の終わりごろから立ち上げのための準
備会を定例的に開いていきました。定例会を開いて
いく中で、すでに YPS の中で関わっている人たち
を中心に新しく関心をもってくれる人たちが少しず
つ集まっていきました。特に 2 月に大阪の方たち
が横浜に来て開かれたボランティア講座では、あら
たに関心を持って来てくださった方も多く、「準備
会に加わりたい」ということでメンバーが増えてい
きました。

その直後ぐらいから、コロナの騒ぎが本格的に始
まりました。しかし、5 月になんとか無事に KP を
立ち上げることができました。

KP の活動理念は、「声をきく」、「扉をひらく」、「仲

精神医療人権センターを設立するには

神奈川精神医療人権センター　中村麻美　大川幸恵
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間がささえる」、「社会をかえる」となっています。
これも大阪の方たちの理念を参考にさせていただき
ました。ただ、私たち KP の最大の特徴として、「仲
間がささえる」というのを入れました。先ほど申し
上げたように、私たちの団体は、当事者の仲間たち
が中心になっています。一人の仲間として、困って
いる方たちの支えとなるように活動していきたいと
思っています。

ちなみに、KP は神奈川精神医療人権センターの
愛称です。「神奈川ピア」の略称ということになっ
ています。

大川：そもそもセンターの名前が長すぎますし、
精神医療や人権という言葉が堅苦しい感じがするの
で、気軽に呼んでもらえるようなものにしたいと

「KP」という略称は設立前からメンバーが検討して
いました。

中村：そうですね。最初呼称を考えるときに、「人
権」という言葉を入れるか入れないか議論になりま
した。「人権という言葉を入れるだけで対立構造を
作りやすいんじゃないか」とか、「怖いんじゃないか」
という意見も出たりしましたね。でも、結局は「人
権」を入れましょうということになった時、親しみ
やすさも作りたいということで KP という愛称も作
りました。

クラウドファンディングに挑戦

大川：では次に資金調達としてのクラウドファン
ディング（以下 CF）についてお話します。前提と
して、精神医療人権センターのような活動は利用者
ニーズや社会性は高いけれど、ユーザーから利用料
を取ることが困難な事業だと思います。自らの事業
によって活動資金の全てを生み出すことができない
となると、資金は持ち出しだったり、助成金に申請
したりすることになります。敷居が低く、使用条件
の少ない自由度高い資金調達ができるかどうかは組
織の運営にも影響します。今回の話を聞いて「CF

という選択肢もあるんだ！」「これなら私たちにも
できるかも」と思っていただけたら嬉しいです。

CF とは、群衆を意味する crowd と、基金や資金
提供の funding を組み合わせた造語です。インター
ネットを通じて自分の活動や夢を発信し、企画者
の想いに共感した人や活動を応援したいと思って
くれる人から直接資金を募るしくみです。

インターネットの普及で 2000 年頃から欧米を
中心に認知されるようになりましたが、日本では
東日本大震災を機に広がったと考えられています。
用途や実行者の顔が見える具体的なプロジェクト
に寄付しようということで、復興支援としての CF
が多くみられるようになりました。

日本には複数の CF の運営法人があり、それぞれ
に特徴があります。社会的サービスの構築、途上
国支援、商品開発、個人の夢を実現するプロジェ
クトなど、各どんなプロジェクトに各運営法人が
強いのか傾向があります。

今回私たちがチャレンジしたのは READYFOR と
いう CF です。READYFOR の特徴は、社会慈善的
な活動に関するプロジェクトが多いということ。
そしてプロジェクトタイプには「購入型」と「寄
付型」があります。今回私たちは購入型でやりま
した。物やサービス、あるいは権利や具体的な体
験などを、商品に似た「リターン」として販売す
ることでお金を集めるしくみです。寄付型という
のは、税制優遇の対象となる寄付金としてお金を
集められる形態なので、個人のプロジェクトや私
たちのような任意団体だとできないんですね。大
阪精神医療人権センターのような認定 NPO ですと
寄付型という形でチャレンジすることができます。

READYFOR は「All or Nothing 方式」を採用し
ていて、目標金額 100％を達成するかしないかで、
プロジェクトの成立が決まります。また、進捗管
理や編集作業などマネジメントをしてくれる専任
スタッフによるサポートサービスがあります。手
数料が少し高くなりますが、私たちはこちらのプ
ランでチャレンジしました。
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助成金との違い

私たちが CF に挑戦した理由はいくつかあります
が、まず助成金との違いについてご説明します。

第一に、資金の用途は自分たちで決められると
いうことです。助成金は資金の用途がある程度決
められていますが、CF ではすべて自分たちで決め
られるので自由度が高い資金といえます。

第二に、個人でも任意団体でも企業でも、誰で
もチャレンジできます。団体の実績や資本金、組
織規模が問われたりすることはありません。そも
そも助成金だと任意団体や個人は対象外、あって
も 10 万程度の少額助成で 100 万円単位の資金を
得られることはまずありません。そういう点で、
CF は誰にでも開かれている資金調達の方法だと言
えます。

第三に、現金を調達するまでのスピードが非常
に速いということです。一般的に財団の助成金だ
と年単位ですから、来年度の申請を今年の秋まで
に・・・というようなスピード感ですよね。しか
し今回の KP のプロジェクトを例にとると、5 月に
募集を開始して、6 月にプロジェクトが閉め切ら
れて、その 2 か月後には達成した百万単位のお金
が指定口座に入金されています。

第四に、事務手続きが最小という点があげられ
ます。契約書はオンラインで必要事項を書いて終
わりですし、助成金報告書のために年度末がすご
く忙しいといった労力は少ないところが利点とし
てあげられます。

ちなみにプロジェクトが成立しなかった場合、
挑戦者の費用負担は一切発生しません。伴走して
くれた専任スタッフの方は「申し訳ありません。
私たちの力が及ばず成立しませんでした」と一緒
にがっかりしてくれこそ、私たちが運営法人にお
金を支払う義務はないのです。

実際の流れと担当者の仕事

今回の KP では、準備に約一か月、46 日間の資

金募集をしました。担当チームを 4 人で組みまし
たが、コロナ渦の最初の緊急事態宣言の頃だった
ので直接会うことはほとんどなく、LINE（テキス
トメッセージとオンラインチャット）と Google 
Drive（データのやり取り）を主に密なコミュニケー
ションをとりました。

準備期間中は、担当者とオンラインで打ち合わ
せをしたり、契約書を書いたり、口座の準備をし
たり、物語を書いたりしました。パソコン 1 台あ
ればできる仕事です。資金募集期間には、お礼の
メッセージを書いたり、進捗を発信したり、いろ
んな人に協力を要請するといった作業があります。

プロジェクト成立後は「これをやります」と宣
言したことを実行し、期限内にリターンを返しま
す。私たちは権利や情報がリターンだったので、
情報発信以外の実働作業にほとんど時間を要して
いません。専用のウェブページを通して支援者に
我々の実際の活動を 1 年間報告していくという作
業は文章作成の時間とマメさが必要ですが、誰で
も簡単にできるよう CF のシステムはよくできてい
ます。

目標と結果

実際、神奈川精神医療人権センターの場合は、
どのような目標を立ててどんな結果だったのかを
お話しましょう。

私たちは、センター設立と始動 1 年目の資金調
達として目標金額 110 万円を設定しました。46
日間の募集でしたが、開始 5 日目で 110 万円を達
成。目標金額達成後は追加目標を掲げて「ネクス
トゴール」に挑戦しました。新たに具体的な用途
を提示して、担当者の試算から 250 万円で設定し、
最終的に 191 万円達成しました。専任スタッフあ
りの場合は手数料 17％が差し引かれるので、最終
的に 1,587,790 円を振り込んでいただきました。
ネクストゴールの設定金額には到達しなかった場
合、ネクストゴールの内容を実行する義務は発生
しませんので、提示した内容はやってもやらなく
てもよいそうです。
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ではどうやって開始 5 日目で 110 万円到達し、
最終的に設定金額の 2 倍近くの予想を超える資金
を得られたのか？

はっきりと要因を述べることは難しいですが、
開始前から関係者へ支援のお願いをしっかりした
こと、開始 5 日で目標金額を達成した勢いの持続
などが挙げられると思います。参考までに支援者
の内訳を分析したところ、次のような結果になり
ました。支援者 100％のうち「KP 関係者 34％」「ク
ラファン担当者の個人的ネットワーク 36％」「そ
の他 30％」です。

最初に、開始の 5 日目と最後の 5 日目はお金が
集まりやすいといわれたので、開始前から KP 関
係者に寄付をしてくれるよう身内をしっかり押さ
えました。主に YPS や KP メンバー、神奈川の弁
護士会の先生たちや全国の人権センターの方々で
すね。そして担当した４人のメンバーは、精神保
健福祉分野とは関係なく友人・家族・知人・同僚
などにひとりひとりメッセージを送って寄付をお
願いしました。これで 36％達成しています。加え
て初動の勢いから支援の拡大をはかるために我々
のネットワークだけではなく、この分野に意識の
高い関係機関に協力を要請したり、当事者のイン
フルエンサーに拡散してもらったりした。そして

「その他 30％」が身内や友人などではない、まっ
たく見ず知らずの人たちです。ざっくり言って、
約 70％が身内で、30％は CF が縁で新たにつながっ
た方々になります。

資金集め以外の効用

CF には、資金集め以外にも様々な効用がありま
す。実感として、CF は一般の人たちからの共感を
得やすいと思います。顔が見える語り手が、読み
手ひとりひとりに語りかけてくるように「何を問
題に感じていて、どういう風に社会を変えたくて、
どういうことで支援してもらいたいか」をストー
リーとして提示するので、自分たちのウェブサイ
トで「賛助会員募集中！寄付してください」とい
うより感情移入しやすく、支援が集まりやすいと

思います。私自身、知り合いでもない複数のプロ
ジェクトを READYFOR で支援していますが、自分
が実際にその社会的問題にコミットできなくても、
その運営をバックアップしているとか寄付が具体
的な誰かの助けになっているという実感があり、
日々の喜びになっています。

プロジェクトを立ち上げるとインターネット上
に専用ページが作られますが、これはずっと残り
ます。募集が終わった後も READYFOR の KP のペー
ジを経由して活動を知ってもらえたり、「CF が終
わっていたので個別に寄付させてください」なん
ていう問い合わせが実際にありました。

さらに、私たちは「一年間の賛助会員権」とい
う権利をリターンの主軸に据えましたので、来年
に CF のプロジェクトが終わっても「そのまま賛助
会員として KP を応援してもらえませんか？」と
いう風に、支援者に継続的支援をお願いすること
ができます。新しくつながった 30％を含め、この
縁が CF 終了後もなんらかの形でつながっていく可
能性があるのです。

チームビルディングにも使えると思います。KP
では立ち上げ期に CF を使ったので、資金獲得とい
う共通目標を通してメンバーがともに動き、一気
に距離が近くなりました。同様の問題に関心のあ
る人が、CF を通じて新メンバーになることもあり
ます。

ウェブページには支援者から直接メッセージが
届くので、共感してくれる人がたくさん全国にい
るんだ！とわかることも活動の力になりました。
今回 CF の機能を活かしきれなかった反省点とし
て、支援者からの素晴らしいコメントが届くのに
インターネットを使える人しか見ることができな
いので、オンラインに慣れたメンバーと直接 CF に
関わらなかったメンバーとの間に温度差があった
気がします。コメント欄を印刷して他のメンバー
にも共有できると「ああ、私たちには仲間がいっ
ぱいいるんだな～」ということを組織内で共有で
きるのではないかと思います。

そして CF という開かれた場は、精神科医療福祉
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の分野とまったく縁のない人にも認知してもらえ
る絶好の機会となります。プロジェクトにお金を
入れてくれた人の何倍もページビューがあるので
す。日本の精神科医療や精神障害者をとりまく環
境にこのような重大な人権侵害をいう問題がある
のだということを多くの人に知ってもらえるとい
う点においても、CF に挑戦する価値はあると思い
ます。

継続的な資金調達手段としての CF

実は CF は、継続的なファンド・レイジング（資
金調達）として使うことができます。一回きりの
打ち上げ花火ではありません。

助成金は非常にありがたいものですが、ちょっ
と中毒性があるというか、バンッと大きなお金が
入ってある期間運用できても次に資金が獲得でき
ないと組織が不安定になったりします。CF は何度
でも使うことができるツールですから、これを上
手に盛り込んでいくことによって助成金への依存
を減らし、全体としてバランスをとっていくとい
うやり方も考えられるわけです。

継 続 的 に CF を や る と 成 功 率 が 上 が る と
か、リピーターやファンがつくということが、
READYFOR の分析からわかっています。なので、
例えば 1 ～ 2 年に 1 回 CF をやっていくことで、
成功率もリピーターも増えて資金調達も徐々に安
定していくというケースが実際にあるのです。デー
タに基づく、確からしい最善手があると言われて
います。それは「開始 5 日で目標金額の 20％を集
めること」です。このやり方で 95％がプロジェク
トを成功させているんですね。つまり、開始 5 日
で目標金額の 20％を集められれば、ほぼプロジェ
クトが成功するという統計があるので、その辺の
データの蓄積だったり、ネットワークをつくって
いくと成功率も上がっていく。

それから他の団体とコラボレーションすること
も可能です。例えば今後、全国に精神医療人権セ
ンターができていく時、あるいは全国の人権セン
ターが協働でひとつのプロジェクトを立ち上げて

挑戦することもできるのです。

最後にまとめとして、CF はインターネット環境
があって、パソコンやスマホで文字が打てれば誰
でもできます。加えて SNS などを使っているメン
バーがいるとスムーズです。担当者が 3 人くらい
いると負担感が少なく、それぞれが得意なところ
を分担しながら数か月乗り切っていけるかなと思
います。先ほど申し上げた通り、マメさは求めら
れますが、本当に難しいことはありません。ぜひ、
みなさんも CF にチャレンジしていただけたらなと
思います。

これまでの活動報告

中村：次に、私たちの最新の活動についてご報
告したいと思います。

今現在メインにやっているのが個別相談です。
私たち KP の最大の特徴は、月曜日から金曜日、1
時から 4 時まで、電話の対応をしていることです。

あと、定例会を月に１回開いています。関心の
ある人なら誰でも参加可能です。あと、相談内容
について個別に検討する会議も月に 1 回やってい
ます。

今現在法人化の準備を進めています。まだ正式
には法人になっていませんが、NPO 法人さざなみ
会の 1 事業として KP の活動を位置づける方向で
進めています。正式になるのは年度明けぐらいの
予定です。

外部組織との連携

神奈川県内の障害者支援に関わる弁護士さんと
は、わりと早い段階からご挨拶はさせてもらって
います。今後神奈川の弁護士会のほうでも、精神
医療に特化した電話体制を作っていかれるという
ことなので、連携をとっていけるように進めてい
ます。
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公益財団法人のかながわ国際交流財団が運営す
る「多言語支援センターかながわ」が 11 か国語通
訳の電話相談を受けてくださることになりました。
外国籍の方が精神科病院に入院したり、そこで人
権侵害にあったりコミュニケーションで困ったり
していることは間違いなくあります。

地域での人権擁護活動やイベント

あと、もう一つ私たちが取り組んでいる活動が
あります。横浜市の都筑区にある閑静な住宅街で、
精神障害のある方向けのグループホーム建設に対
する反対運動が起きています。いろいろ問題はあ
るのですが、私たちとしては、個々の家に掲げら
れている「子どもたちの安全を守れ」とか、「地域
住民の安全を守れ」といった黄色い幟旗を撤去す
るよう働きかけをしています。

こういった言葉は、精神障害のある方全ての人
たちに対する差別・偏見の言葉です。とにかく幟
旗を降ろしてほしいということを、行政に訴えた
り、近隣住民に私たちの思いを書いた「お便り」
を配ったりしています。せっかく病院から出てき
て地域で暮らすことになっても、結局こういうこ
とがあるとやっぱり地域では暮らせないんだとい
う悪循環に陥るばかりです。医療を糾弾するだけ
でなく、地域も良くなっていくような働きかけが
とても大事だと思います。

11 月 7 日にハッピーイエローデイというイベン
トをグループホームの隣の空き地で開催しました。
黄色いヘイト幟旗に対し、幸せの黄色いハンカチ

（フラッグ）で空き地を飾りつけ、作業所で作った
お菓子や雑貨などをおき、パンフレットを配布し
たりしました。実際に足を運んでくださった地域
住民の方からは、「こういうことになっているのを
全然知らなかった」という話が出たり、「とても残
念だ」という声も聞くことができました。直接い
ろんな方とお話しできたという意味で、とてもい
い時間だったと思います。

さかのぼって、8 月 1 日には横浜市内精神科病
院バスツアーを企画しました。横浜市内の約 20 か

所近くの精神科病院を、1 日かけてバスに乗って
巡るというものです。実際に病院の中までは入ら
なかったのですが、どういった場所にどういった
病院が建っているのかを知ることができ、とても
有意義なツアーだったと思います。

最後になりますが、12 月 19 日にくるみざわし
んさんという精神科医であり、脚本家である方を
お呼びして演劇の公演を行い、 KP の中間報告会も
同時に開催します。

最後駆け足になりましたが、以上になります。
お話しできなかった部分や聞きたい部分に関して
は是非分科会でと思っています。

～報告・分科会を通して～

佐藤　孝（神奈川精神医療人権センター）

「短期間でこんなに多くのことが？」との関心が集
まった分科会であったように思う。

しかし、報告にあった通り、まだまだ未熟な組織
であり、課題も多く、KP を確立させるための苦労
の時間が続くであろう。母体を持つ組織であるこ
とから、賛同者を募っていくにあたり、メンバー
どうしの「仲間意識」が大きな役割を果たしている。
何よりも活動の「質」を上げていくことに重点を
置かない限り、ただの集まりになる危険性も包含
しており、この点をこれからはメンバーの一人と
して注視したい。

個人としては、現在の精神医療の在り方よりも、「ど
う、生活の質を上げていくか」に取り組み、「退院
したからまずは作業所」というお決まりではなく、

「人として周囲とどう関わっていくか」「どうすれ
ば一般企業に就業して収入を得ていくか」「人生に
おける楽しみとは」に関わり、だれもが充実した
人生を送ることができる社会を実現させたい。
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報告内容は 2020 年 11 月末時点の情報です。
各地の取り組みは各センターホームページや
SNS 等で報告していきます。

リーフレットのダウンロード
https://www.psy-jinken-osaka.org/archives/saishin/9773/
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報告内容は 2020 年 11 月末時点の情報です。
各地の取り組みは各センターホームページや
SNS 等で報告していきます。

第２部　分科会

リーフレットのダウンロード
https://www.psy-jinken-osaka.org/archives/saishin/9773/
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①現状　（戸田竜也）

今回のシンポジウムにおける埼玉県精神医療人
権センターの報告で「630 調査」をテーマにした
経緯に触れておく。「埼玉県の精神医療を考える会」
と協力して、精神保健福祉資料（630 調査）から
埼玉県の精神医療について考えてきた。この 20
年間で、埼玉県の終日閉鎖病棟数は増加し、医療
保護入院者数も増加している。医療保護入院とは、
日本特有の制度で、精神保健指定医１名と、家族
等１名の同意によって、本人の同意なしに入院が
実行できる制度である。埼玉県では、2019 年 6
月 30 日時点、医療保護入院が、全入院の 67％と
過半数を超えた。1998 年は 4051 名であった医療
保護入院者数が、2019 年は 7387 名と増加してい
る。20 年間で医療保護入院者は倍近く増えた。こ
の背景に、強制入院者の割合を一定程度担保しな
いと病棟を維持できないという制度上の理由があ
ると考えられる。

さらに、身体拘束数も増加しており、朝日新聞
2019 年 5 月 23 日に、「精神科の身体拘束　東高
西低」という見出しで、埼玉県が、最も身体拘束
率が高いという衝撃的な記事が掲載された。その
直後に実施された 2019 年 630 調査における埼玉
県内各病院の隔離拘束指示数が、非開示という事
態に直面した。日本の精神保健医療福祉は、2004
年の改革ビジョンにおいて「入院医療中心から地
域生活中心へ」という理念が示され様々な施策が
行われてきた。しかし未だその理念が実現したと
は到底言えない現状にある上、精神科病院での不

祥事、隔離・身体拘束増加など示された理念の方
向に向かっていない。

分科会では松本葉子氏の発表をもとに参加者と
少数のグループに分かれてフリーディスカッショ
ン形式で言葉を交わした。そこでは東京都、京都
府、茨城県、静岡県でも同様の状況があり、埼玉
県の現状は埼玉県だけのことではないという内容
が共有された。静岡県にある心の旅の会が、県内
の精神科病院監査の公文書開示請求を行ったとこ
ろ、多くが「黒塗り」の結果であり、今後不服申
し立てにすすみたいという情報共有もされた。そ
して各地の現状を照合し、地域差が分かるように
まとめる取り組みは意義深いのではないかとの貴
重な意見も上がった。個々の事案を取り出して検
討し、具体的な問題を明らかにした上で、それら
を束ねていくことが出発点かもしれない。

②立場による視点の違い（武井修平）

この 630 調査は精神科医療従事者の中での認知
度はかなり低い。そのようなことであるから一般
的にもほぼ知られている調査ではない。しかしな
がら精神科医療の現状を知るという意味ではとて
も重要な調査である。しかしこの調査は現状を知
る以外でも精神科医療を受ける人、もしくはこれ
から受けようと思う人にとっては病院を選ぶ一つ
の指標になるのではないか。分科会ではより良い
精神科医療を受けたいという切実な思いが聞かれ
た。その情報源が開示されなければ何をもって病
院を選択すればよいか判断に迷うことになる。

630 調査／埼玉県精神医療人権センター
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１　第１部の兵庫からの報告・神出病院事件につ
いて、それぞれの気持ち・感想の共有

２　第１部の兵庫からの報告・神出病院事件につ
いて、質疑応答

分科会参加者は、それぞれに「神出病院事件に
ついて話したい」と思って参加をしてくれました。
分科会参加者は１０名ほどで、精神障害当事者・
精神科医療の勤務経験がある者・報道関係者・教員・
法律関係者など、多様なメンバーでした。複数の
グループに分かれずに「話をまとめる」「結論や方
向性を出す」ことはせず、すすめました。

まずは「第１部の兵庫からの報告・神出病院事
件について、それぞれの気持ち・感想の共有」を
しました。分科会のタイトルである「なくすため
にはどうするといいのか」を話す前に、神出病院
事件を参加者自身が「どのように感じているのか」
をできる範囲で言葉にして話していただきました。

参加者からは以下のように話していただきまし
た。

• 「関西と関東で、事件に関する報道の内容や量
が違う」

• 「被害者の人数が報道されているより多いと
知って、驚いた」

• 「精神科病院に勤務していて、嫌なことを見て
きた」

• 「精神科病院に勤務していて、あまりの出来事
に『自分事』として捉えられず、また自分が勤
務している病院が神出病院と同じような目で見
られて、傷ついている」

• 「教える側・育てる側として、看護の適性など
をどう判断するといいのか難しい」

• 「事件の内容がひどく、ショックだ」

• 「 ど う 受 け 止 め て い い の か、 わ ら か な い 」
など。

これらの言葉はほんの一部であり、言葉の背景
には「まとまらない、言葉にできない思い」がた
くさんあると思いますが、気持ちや感想を共有で
きたことに感謝します。兵庫県精神医療人権セン
ターでは神出病院事件が報道された２０２０年３
月以降、被害者救済等のために神戸市だけでなく、
さまざまな団体・人たちと出会い、話をしました。
それらを通していま感じることは「被害者、入院
している方、そのご家族、精神科医療に関わる職員、
取材・報道する報道関係者、行政職員など、みん
なが神出病院事件で悲しみ、傷ついている」とい
うことです。このような事件が起こると真相究明
や責任の追及、今後の対応・対策などに気が向き
ますが、「お互いがどのように感じているかを知る」
ことも必要だと思いました。

つぎに、「第１部の兵庫からの報告・神出病院事
件について、質疑応答」をしました。

質問１：報道では被害者は３名と聞いて
いたが、実際は多かったのか？

回答１：そのとおり。裁判でも事実認定され、
地元ではそのように報道されたが、全国ではその
報道がなかったかもしれない。

質問２：判決の執行猶予の有無について。

②神出病院における虐待事件／兵庫県精神医療人権センター

報告者　藤原理枝
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報告

現在、大阪精神医療人権センターでは、厚生労
働省の科学研究事業「地域精神保健医療福祉体制
の機能強化を推進する政策研究」の中の「精神障
害者の意思決定及び意思表明支援に関する研究―
入院中の精神障害者の権利擁護に関する研究―」
に基づき、オンライン面会活動に取り組み始めて
います。この事業には大阪精神科病院協会の協力
があり、今のところ、大阪府内 6 病院が実施への
協力を表明されているそうです。

この分科会には 13 名が参加し、オンライン面
会の拡充を主なテーマとして話し合いを行いまし
た。ここには、精神科病院へ入院中の方の通信と
面会の自由の保障をどう行うか、特にコロナ禍で
どう面会を実現できるかという現時点での課題が
あります。そもそも通信や面会については医療上
も人権上も原則自由が必要であると精神保健福祉
法においても規定されているところですが、病院
においてはその尊重がなされていないことが多く、
面会には、家族のみ、支援者のみや、人数・時間
の制限、予約制など様々な制限がされています。

さらにコロナ禍においては、対面での個別支援
活動を中止せざるを得ない状況にもありますが、
この間 10 月には厚労省からオンライン面会の実
施も検討するよう通知がなされています。しかし
ながら、多くの病院では実施されていないのでは
ないかと思われます。

上記のような第 1 部での大阪精神医療人権セン
ターの彼谷さんの報告を受け、分科会は 2 つのグ
ループに分かれ、ディスカッションを行いました。

1 つのグループからは、オンライン面会活動の
実施にあたり、病院側からは病院内部の情報が洩
れるのではないかなどの不安から協力を得にくい
のではないかという意見がありました。

もう一つのグループからは、次のような意見が
ありました。

• もともと精神科病院では、携帯電話が持ち込
めないところが多く、公衆電話しか使えないな
どの状況におかれている上に、新型コロナウイ
ルスの感染拡大により、入院者にはより一層し
んどい状況になっている。

• もともと病院内で携帯電話の利用ができない
病院が多いことが問題ではないか。

新 た な 事 業 に は、 取 り 組 み た い 従 事 者 と 不
安 を 持 つ 病 院 と の 温 度 差 が あ り、 ブ レ ー キ を
踏 み な が ら 進 ん で い く こ と に な る の だ ろ う。 
現在は大阪府において研究事業として取り組みが
始められているところですが、今後全国でオンラ
イン面会活動が普及していくための課題について
は、次のような意見がありました。

• 長期入院者の中にはタブレットやスマホなど
のデバイスの存在自体を知らないか操作できな
い人もいるのではないだろうか。患者同士で教
え合うということもできるかもしれないが、実

武藤正浩（神奈川県内地域活動支援センター勤務）

精神科病院と WITH コロナ 通信と
面会の権利を保障する 報告、感想
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神奈川精神医療人権センター（以下、KP）の分
科会には、報告者を含めて計 14 名が集まった。第
一部でクラウドファンディングをはじめとする人
権センター立ち上げの過程を報告したためか、大
阪精神医療人権センターのメンバーに加え、それ
ぞれに精神保健医療に関わる活動をしている方や、
将来地元で人権センターを立ち上げたいと考えて
いる方がいらっしゃった。自己紹介はそれぞれの
活動方法についての情報交換も兼ね、グループディ
スカッションでは、KP を立ち上げるまでの過程、
KP の活動の実際、広報での課題などが掘り下げら
れた。

(1) KP を立ち上げるまでの過程

まず、福岡で障害者支援の活動をしているとい
う方から、活動に際しての「仲間集め」について
の質問があった。人権センターの立ち上げにおい
て、活動に共感する「仲間」の存在は必要不可欠
であり、このことは KP を組織化する過程で何度も
実感させられたことであった。KP の経験からは、
創設メンバーが多いに越したことはないというこ
とが断言できるが、はじめから人数が集まること
は少ない。その点、KP は母体組織があったことが
大きな後ろ盾となった。

KP の母体組織である横浜ピアスタッフ協会（以
下、YPS）はピアスタッフに関心を持つ人々が中心
となり 2015 年に設立された。YPS で企画された
大阪精神医療人権センターへのツアーが KP 設立の
きっかけとなったため、KP 創設メンバーのほとん

どは YPS で既に信頼関係の構築された人々であっ
たのだ。また、YPS の中心メンバーは共通の NPO
法人の関係者であったため、今後の最大のプロジェ
クトの一つである KP 法人化の際にも依拠すること
のできる法人組織があるということがメリットと
なった。

KP は設立から相談支援活動を開始するまでの期
間が短く、スピーディーに進行したように見える
が、それは YPS での 5 年近い土壌づくりがあって
こそだったのだ。振り返ってみると、まずは様々
な立場の人々が集まり、人権についての意識を向
上させるとともに、なんらかの活動をともにする
期間が KP 設立にとっては重要であったことが分
かった。一方で、人権センターとしてのフォーマ
ルな組織化が KP の課題となっている。YPS では誰
もが対等に、インフォーマルな雰囲気を基調とし
て活動してきたため、現在は役職などの改革に取
り組んでいる。

(2) KP の活動の実際

次に、第一部での「電話は事務所などの固定電
話で受けているのか」という質問や、大阪精神医
療人権センターの方からの「相談内容にはどのよ
うなものが多いのか」という質問に答えながら、
KP で現在中心的に行われている相談支援活動の実
際について話し合った。立ち上げからまもなくは
じまった相談支援活動は手探り状態の部分も多い
ものの、相談が絶えることはなく、日々ニーズの
高さを実感させられている。

資金調達 / 神奈川精神医療人権センター

報告者　横山紗亜耶
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報告内容は 2020 年 11 月末時点の情報です。
各地の取り組みは各センターホームページや
SNS 等で報告していきます。

第3部

各分科会の振り返り＆
いま、 私たちができること
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埼玉県精神医療人権センターへの
質問

埼玉県の精神医療の特徴として民間主導型とい
うことでした。この特徴というのは埼玉県精神
医療人権センターの活動を行う際にどのような
影響や課題がありますか？埼玉県精神科病院協
会との関係で、埼玉県精神医療人権センターは
どういう評価を受けているか、おわかりでしょ
うか？

松本：埼玉県精神科病院協会との関係ですが、そ
こに関しては埼玉県精神医療人権センターの課題
だと思っています。現在、埼玉県精神医療人権セ
ンターは精神科病院と信頼関係を築けているとは
言えません。過去に、630調査に関して、特に身
体拘束率がワースト１となってしまった新聞報道
に関して、埼玉県精神科病院協会加入病院と埼玉
県精神医療人権センターで見解が大きく異なった
という経験もしています。しかしながら、この状
況を放置してしまうと、埼玉県精神医療人権セン
ターについてだけではなく、権利についての情報
を、最も必要とされているはずの精神科病院に入
院をされている方のもとに、届けることができな
くなってしまうのではないかと考えています。

民間主導ということに関してですが、入院されて
いる方の人権のみならず、働いている病院スタッ
フの人権が、病院の経営のために侵害されてしま
う場合があるのではないかと心配しています。そ
ういった場合、入院されている方はもちろん、働
いているスタッフの心も傷つける可能性もあるか
もしれません。そのため、病院スタッフにとって
も、人権センターの権利擁護活動は重要な意味を
持つのではないかと思っています。あきらめず
に、どこかに対話できるチャンネルがないか、考
え続けていきたいと思っています。

司会：大阪精神医療人権センターとしても病院協
会と「仲良くしたらよい」と考えているわけでは
ないですが、やはりある程度の連携協力関係がな
いと、活動を進めづらい面もあるとは思っていま
す。決して仲良くしてくださいという話ではな
く、どのように緊張関係を保ちながら、お互いに
とってよい関係を築けるのかが大事だと思ってい
ます。

終日閉鎖病棟が増えている、医療保護入院が多
い、身体拘束支持率が高いという特徴があると
いうことですが、埼玉県精神医療人権センター
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精神科に入院中の方のための権利擁護 
調査事業 2020　ご報告（概要版）

大阪精神医療人権センターでは日本財団からの助
成（※）を受けて、精神科に入院中の方のための権
利擁護調査事業（アンケート・インタビュー）を行
いました。その調査についての概要を報告します。

大阪には市民が精神科病棟へ訪問する「療養環境サポーター制度」
があります。この活動では、病棟で入院中の方のお話を聞くこと
を大切にしています。このＤＶＤには活動の紹介やインタビュー
などが収められています。（13 分）

●冊子「一緒に始めよう！！精神科に入院中の方への面会活動」（2019 年）
　600 円 ( 税込 )、電子書籍（PDF 形式）500 円 ( 税込 )

●活動報告書│精神科病院に入院中の方のための
　権利擁護の拡充に向けて（2018 年）
　500 円 ( 税込 )

●精神病院は変わったか？
　NPO 大阪精神医療人権センター 20 年の取り組みから（2006 年）
　1,800 円 ( 税込 )

●DVD＋別冊資料「精神医療と権利擁護」（2016 年）
　5,000 円 ( 税込 )

）年0102（」りよ動活問訪のへ棟病科神精の阪大「 DVD●
　2,000 円 ( 税込 )

この報告書は、 日本の精神医療の現状を変えたいという思いから、入院中の方の声をきき、 
その思いの実現を目指しているたくさんの方々に協力していただき、①日本の精神医療の現
状、②なぜ、 権利擁護活動が必要なのか、③権利擁護活動によって変わったこと、④当セン
ターの実際の活動内容等を紹介しています。私たちは活動を続けてきましたが、それでも、
まだ変わらない部分はたくさんあります。資料編で人権センター事務局通信（１９９０年、 
１９９１年） を掲載しましたが、これは、過去のことではなく、現在でも、 同様の状況がある
ことを知ってほしいと考えたからです。一人でも多くのひとに、日本の精神医療の現状や課
題を知ってもらうことができれば、障害の有無にかかわらず、 誰もが安心して暮らせる社会
を目指すことができるはずです。

権利擁護活動の基礎から最先端まで、気軽に、だれでも学ぶことができます。権利擁護活動に携わるすべての人
に必見です。2 つの講義を凝縮した DVD と講義に使われたスライドのセットです。（80 分）
◆シンポジウム「精神科病院への訪問活動から考える　～権利擁護活動のこれから～」
当センターが実践してきた権利擁護活動を振り返るとともに、当事者、精神保健福祉士及び精神科病院の立場か
ら、その活動の意義を再確認します。
◆講演会「権利擁護活動から考える精神保健福祉の今後～改正精神保健福祉法の見直しにむけて～」
　講師　伊藤哲寛さん　
権利擁護の視点から精神保健福祉法の課題を整理し、今後の具体的な方向性を提案するものです。

＜ウェブページより＞
https://www.psy-jinken-osaka.org/onlineshop/

＜ファックス・メール＞
お名前・ご住所・電話番号・商品名・冊数
F A X 　06-6313-0058
Email　advocacy@pearl.ocn.ne.jp

お申込み方法

― 54 ― ― 55 ― 



１　調査事業の目的

（１) 全国における精神科に入院中の方のための
権利擁護活動・事業の現状と課題を整理し、
今後、必要とされる権利擁護活動・事業の
検討資料を作成する。

（２) 各活動・事業の情報にユーザーがアクセス
できるような媒体物（ウェブサイト等）を
作成する。

（３) 権利擁護活動・事業に関わる機関・団体間
のネットワーク構築による各活動の充実を
目指す。

２　調査方法・目的・内容

（１）アンケート調査

目的： 全国のユーザーがアクセスしやすくなる情
報媒体の構築を目指すために、精神科に入院中の
方を対象とした権利擁護活動・事業の現状を全国
的に把握する。
対象： 精神科に入院中の方の権利擁護活動・事業
に関わる機関・団体
方法： インターネット上のフォーム
調査項目：①団体種別／②活動内容／③相談を受
けている内容／④相談対応の可否／⑤今後の課題
期間： 2021 年 1 月 6 日～ 3 月 10 日
件数： 21 件

（２）インタビュー調査

目的： アンケート調査を前提にさらに精神科病
院に入院中の方の権利擁護の実態を詳細に調査し、
現状での成果や今後の課題を明らかにする
対象： 精神科に入院中の方の権利擁護活動・事業
に関わる個人・団体
方法： インタビュー調査（半構造化インタビュー）
調査項目：①権利擁護活動の内容／②権利擁護活
動の成果／③活動をする上での問題点
④権利擁護する側の思い／⑤今後の課題　
期間： 2021 年 3 月 9 日～ 4 月 17 日
件数： 6 件

３　結果・分析　一部抜粋	
（詳細はダウンロード版をご覧ください）

アンケート調査の結果・分析 P58 ～ 64

資料 1　アンケート結果一覧表

資料 2　アンケート結果分析グラフ

資料 1 の「④相談対応」の回答について、「対応
できた　〇」「できない　×」「どちらともいえな
い　△」は自己評価のため、〇・×・△を A（相
談があった・対応しようとした）、回答なし（相談
がなかった・対応しなかった）を B に変更し、こ
れを資料２の棒グラフにした。

４　考察　	
～調査結果から見えてきたこと～　

アンケートの回答は、21 件であり、数量として
は多いとはいえないが、回答を団体の種別（当事者・
福祉事業所・精神医療人権センター）にわけてみ
ると、種別ごとの特徴が顕著であることがわかっ
た。

■当事者（個人・団体）　12か所
＊ 実施している活動は、質問項目ごと相談割合

にばらつきはあるものの、全体でみると全項
目について、「相談あり」と回答する当事者（個
人・団体）がある。このことから、当事者（個
人・団体）は、設問のような相談依頼があれ
ば対応しようとしていると考えられる。　

＊ 回答のあった当事者（個人・団体）の所属や
活動形態は様々であり、活動内容も一様では
なかった。

① 当事者会に所属する会員が個人的に活動

② 当事者会として独自に活動

③ 当事者が何らかの制度（障害者総合支援法
等）を利用して活動

④ 当事者会が福祉事業所の事業の一部とし
て活動

＊ 個人で活動する場合は、個人の裁量で活動可
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能であり、状況によっては、活動の幅自体は
広い。しかし、外部組織（病院）との連携は、
活動の法的裏付けがないため、実効性に制限
がある。

＊ 何等かの制度を利用した場合、制度内での活
動は可能であるが、制度外の活動はしづらい。

＊ 病院内環境に関して、必ずしも解決には至ら
ないが、相談・交渉は可能である。

■福祉事業所　4か所
＊ 福祉事業所は、事業所によって実施している

活動と実施していない活動が明確に分かれて
いることが特徴的であった。

＊ 入院中の本人や家族等からの相談は少ない。
これは、事業所が地域で生活する障害者のた
めの事業を主とするためと思われる。

＊ 関係機関との連携は、１００％の事業所にお
いて行われていた。

＊ 治療・入退院の相談には、必ずしも対応でき
ておらず、病院内の環境に関しては、対応で
きない。

＊ 福祉事業所での活動は、「障害者総合支援法」
の制度下での活動となり、制度内での相談等
は可能であるが、制度外の対応は困難だと思
われる。

■精神医療人権センター　5か所
　資料 3　P65

＊ 精神医療人権センター（以下「人権センター」
とする）の相談件数は、10 ～ 1300 件であり、
人権センターごとの違いが著しい。本人・家
族・支援者からの相談があり、いずれの人権

センターにおいても対応できている。

＊ 退院や医療保護入院、退院請求、自由の制限、
保護室に入れられるなど、入院時、人権にか
かわる問題についてほぼ対応できている。

＊ 病院内環境について対応していないセンター
がある一方、すべての項目について対応して
いるセンターが 2 か所ある。

＊ 精神医療人権センターは、現時点で法制度と
しての裏付けがない。

　このため、センター設立の経緯やその後の変
遷、行政との関連、財源等により、様々な形
態となっており、このことが活動に大きく影
響している。

＊ 法制度の裏付けがあれば、全般的に効力を
持った活動が可能になると思われる。

＊ 福祉事業所の事業の一部として活動する場合
は基盤がある一方で、「独立性」「第三者性」
を失わないような配慮が必要と思われる。

文責： 精神科に入院中の方のための権利擁護調査事

業 2020 プロジェクトチーム
江本純子・佐川まこと・横山紗亜耶 ( 五十音順 )

担当事務局　上坂紗絵子

本調査についての問い合わせは、以下にお願いします。
認定 NPO 法人大阪精神医療人権センター 事務局

電　話 　06-6313-2003

メール 　advocacy@pearl.ocn.ne.jp

発行日：2021 年 8 月 31 日

※日本財団助成事業「精神科に入院中の方への権利擁護の普及
のためのコンサルテーション」（2020 年 4 月～ 2021 年 8 月）

精神科に入院中の方のための権利擁護の拡充に向けて
本調査事業はいったん終了となりますが、引き続き精神科に入院中の方のための権利擁
護に取り組んでおられる方、取り組もうとされる方についての情報提供をお待ちしてお
ります。お心当たりのある方は、ぜひこちらのフォームよりご記入をお願いいたします。
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各地の精神医療人権センターの実践から考える
～今、私たちができること～

2021 年 8 月 31 日 発行

発　　　　  行 認定 NPO 法人大阪精神医療人権センター
  〒 530-0047　大阪市北区西天満 5-9-5　谷山ビル 9F
  電話　06-6313-2003　　FAX　06-6313-0058
  https://www.psy-jinken-osaka.org/

制作・デザイン コーポラティーバまいど

落丁・乱調本はお取替えいたします。
本書の無断複写、複製（コピー）は著作権上の例外を除き禁じられています。

©2021　Osaka Center for Mental Health and Human Rights
認定 NPO 法人大阪精神医療人権センター

認定NPO法人大阪精神医療人権センター

1985年に任意団体として当事者・家族・医療福祉従事者・弁護士の有志が中

心となって設立され、1999年に多くの市民がより参加しやすい団体になるこ

とを目指してNPO法人化した。精神医療及び社会生活における精神障害者の

人権を擁護する活動を行い、精神障害者に対する社会の理解を促進し、障害の

有無にかかわらず誰もが安心して暮らせる社会つくりに貢献することを目的と

し、次の3つのビジョンに基づいた活動を行っている。

1  声をきく~精神に入院中の方のための個別相談(手紙、電話及び面会)
2  扉をひらく~精神病院への訪問活動及び情報公開活動
3  社会をかえる~精神医療及び精神保健福祉に係る政策提言を実施

2020 年　 第 50 回 毎日社会福祉顕彰　受賞
2018 年　 第 16 回 読売福祉文化賞　受賞

  第 20 回 糸賀一雄記念賞　受賞
2016 年 第 12 回 精神障害者自立支援活動賞（リリー賞）　受賞　

  第 15 回 大阪弁護士会人権賞　受賞

https://www.facebook.com/OMH.japan

購読申し込み

見本誌 お申込み▼

大阪精神科病院事情ありのまま2020

はじめに／入院中の精神障害者の権利に関する宣言／私たちが精神科病院
への訪問活動を続ける理由／精神科病院への訪問活動の紹介・解説／精神科
病院への訪問活動の発足経緯、変遷と課題について／療養環境サポーター報
告　大阪府内57病院訪問報告／訪問活動にかかわる人たちの声　訪問活動
参加者の声・大阪府精神科医療機関療養環境検討協議会委員より／630調査
～精神保健福祉に関する資料（2019 年・2009 年）／精神科病院の情報公開に
ついて／なぜ精神科病院の情報公開をするのか／630調査とは／請求方法／
本誌に掲載している入院料とその要件や基準など／公開された病院のデータ
から・職種別職員数一覧表（2019 年・2009 年）／憲法と医療保護入院／精神
科病院における医療保護入院について考える ( 憲法、刑事法、行政法から見た
医療保護入院の問題点・法的に見ると矛盾だらけ～民法の観点から医療保護
入院の問題を考える～・増え続ける医療保護入院の実情～精神医療政策から
考える～・本人や家族が負担や困難を抱え込まないためにも～医療保護入院
の背景を考える～ ) ／病院との関係をどのように築くか～大阪精神医療人権
センター副代表　山本深雪さんに聴く～

使 い 方

訪問活動

　 冊 子 のこの

大阪府内の精神科病院の情報を
知りたい

実習前に精神科の療養環境につ
いて知りたい

自分の勤務する病院を客観的に
見たい

病院訪問活動の視点を知りたい

権利擁護の視点から精神科病院
をみたい

さまざまな地域で訪問活動をス
タートしたい
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06-6313-0056
入院中の方やそのご家族からの電話相談

原則水曜日
2時～5時

TEL 06-6313-2003
FAX 06-6313-0058

発行　2021年 8月
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精神医療人権センター

新規設立のご相談は
06-6313-2003
advocacy@pearl.ocn.ne.jp




